
西田幾多郎と主権の問題

はじめに

主権とは何か｡本稿は､この近代国家を支えて

きた主要な概念の一つを､西田幾多郎がどのよう

に捉えていたのか検討することを関心とする｡ ま

ず断わっておかなければならないのは､西田が主

権そのものを主題とした文章はないということで

ある｡ しかし､後に明らかになるように､1930年

代から40年代にかけての､つまり西田が政治や国

家､法について論じていた時期のテクストにおい

て､主たる問題となっていたのは主権である｡ 正

確に言うならば､主権概念の練り直しである｡

戦時期の哲学者の政治的言説について論ずる言

表は､それ自体､断罪や擁護などといった政治性

を帯びる(1)｡無論､政治的論議から哲学者を救うべ

く学術的読解が主張されることもあるが､く中性

的)な価値や非政治的な (真理)そのものが一種

の政治化の契機となりうることが明らかとなり､

しかも知と権力の共働関係が指摘される現代にお

いては､そうした読解は知の政治性の隠蔽に過ぎ

ないと言わざるを得ない｡言い換えれば､政治権

力との琵巨雛や､その時代の諸言説による被拘束性

を基準にテクストの政治性を論議するのが安易で

あるのは言うまでもないが､のみならずテクスト

の脱政治化による哲学の特権化も慎まなければな

らない｡むしろ問われるべきは､一種の例外状態
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において､哲学者は何を考えたのかということで

ある｡ そのことが意味するのは､その状態におい

て露わになった､あるいは露わにされた何かが､

我々の生きている時代を定礎しているのではない

かという問いである｡

したがって､西田幾多郎や､いわゆる ｢京都学

派｣の政治的立場をカテゴリーに当てはめること

は､本稿の関心とするところではない(2)｡表層的な

政治的色分けが問題なのではなく､国家の存立や

人間とは何かという問いに関わるようなものがこ

こでの問題である｡ それらについて主権概念を軸

に検討するのだが､敢えて言えば､今では決して

国家をめぐる論議の主役とは言えない (むしろ評

判の悪い)この概念を敢えて取 り上げるのは､以

下の理由による｡すなわち､まず第-に､本稿で

紹介する西田幾多郎の書簡がジャン･ボダンの主

権概念を取り上げているためである｡第二に､西

田の主権解釈は独特なものなのだが､そのことは

単に主権論として特殊であるということを意味す

るのではなく､西田の､いわゆる後期の思想を代

表する語桑の一つ ｢矛盾的自己同一｣と関連する

論理であり､西田の国家をめぐる諸言表のなかに

主権論を位置づけると､近代国家をめぐる思想と

して非常に興味深い奥行きを見せるということを

意味する｡ 最後に､主権概念は､もはや現代の国
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家においては必要とはされていないにせよ､ある

いは時に近代国家の罪 を背負わされているにせ

よ､言い換えれば過去の負の遺産扱いされている

にせよ､それが何であったのかを考える~ことは現

代の国家のあり方を考える上で無益ではない｡し

かも西田の主権論は､少なくとも主権教説の創始

者であるジャン･ボダンのそれを逸脱するもので､

その意味において主権概念の別の可能性を提示す

るものであった｡要するに､西田は､国家に不可

欠なものについて､その役割 ･あるべき姿を論じ

ており､それは主権 と呼ばれるものに相当するの

だが､主権をめぐる歴史 ｡言説を踏 まえるなら､

従来の概念の圏域を踏み越えて理解され､評価さ

れなければならない｡

本稿の目的は､まず西田の書簡を手がか りに､

彼における主権 と国家の問題に関する言表につい

て検討することにある｡ それは､西田と政治 との

関わ り方を問題にすることではなく､むしろ日本

における近代主権国家をめぐる言説の-駒に関す

る考察であり､さらに言えば主権国家 というフィ

クションに関する再考でもある(3)0

1.西田幾多郎と主権あるいは｢国家理由｣
と国家理性

西田における国家に関する問題 とは､個々の政

策など具体的な問題ではなく､国家や法の存在理

由に関する原理的､あるいは形而上的問題である｡

すなわち､何故､国家は､あるいは法は存在する

のか､また如何にして国家､あるいは法秩序は存

立 しうるのか､ という問いである｡

田中秀央宛書簡

西田と主権の問題に関する考察の起点 となるの

は､ある書簡である｡それは､封筒の消印による

と1941(昭和 16)年 7月 8日付のもので､当時､

京都帝国大学文学部でギリシア語､ラテン語､古

代ギリシア文学史､ラテン文学史などを教えてい

- 16 -

た田中秀央 (1886-1974)(4)に宛てられたものであ

る｡ 健等二枚からなり､その内容は西田が田中に

しばしばラテン語やギリシア語について尋ねてい

たことを窺わせる｡ 以下に全文を紹介しよう(5)0

御手紙拝見､毎度御教示

難有御座いました

SummaincivesacSubditoslegibusque

Solutapotestas

はCives及びSubditos(Untertan)に対 して

Summa即ち最高の而して

法によって束縛せられ即ち法から

自由な権力 といふ様に解せ

られないでせ うか これは

ボーダンが主権 Souver去nitat

を定義した語で御座います

から 主権は法律に束

縛せ られない絶対の権利で

あるから

和ら〃euovはSpa60の
presentpassiveparticipleと

して置いてよろしう御座

いますでせうか

七月八日

西田生

田申学兄

これは､文中にあるように､ジャン ･ボダンの

主権概念について､正確に言えば､主権国家 とい

う領域 を切 り拓 いた ジャン ･ボダ ンLes Six

LiuresdelaRe'publique(『国家論』､1576年)の

ラテン語版 (1586年)における ｢主権｣の定義に

関する箇所について､質問した書簡である｡そも

そも､何故､西田はボダンの主権概念を正確に理

解する必要があったのだろうか｡

それは､西田が当時執筆 していた論文に関係 し

ている｡ すなわち､｢国家理由の問題｣と題された

論文である(6)｡これは､ドイツの歴史学者フリー ド
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リヒ･マイネッケの国家理性論､『近代史における

国家理性の理念』(1924年)を踏まえて書かれた

｢国家理由｣に関する論文である｡ 西田が､国家

理性を､つまり"Staatsr護son"を､｢国家理由｣と

訳しているのは､単に西田が国家理性なる概念に

あまり関心を持っていなかったからではないかと

言うこともできるが､実は前述した ｢何故､国家

あるいは法は存在するのか｣という問題とも関連

する｡しかし､この点については後で検討するこ

ととして､書簡に立ち戻ろう｡ マイネッケは､マ

キャヴェリから19世紀の政治思想までの国家の

行動の原則に関する言説､すなわち国家理性論の

歴史を論じたその書において､ボダンを反マキャ

ヴェリストとして位置づけている｡ その際､マイ

ネッケは､ボダンを特徴づけているのが権力を法

との関係において考察している点であり､中でも

主権概念を画期的な発明であるとし､フランス語

版とラテン語版の双方を参照して紹介している｡

西田が田中秀央に質問しているのは､そのうちラ

テン語版の定義である｡

書簡中に見られる西田の主権解釈が独特なもの

であることを明確にするために､まずはフランス

語版の第 1巻第 8章の有名な定義から確認してお

こう｡すなわち､｢主権とは国家の絶対的にして､

かつ途絶えることなき権力である｣(7)｡ボダンがフ

ランス語版で強調しているのは､この ｢絶対的｣

であるということと ｢途絶えることなき｣という

ことである｡その詳細は後で触れることにして､

今は主権が ｢絶対的｣権力であると定義されてい

ることに注目しよう｡マイネッケ 『近代史におけ

る国家理性の理念』はその点を強調するために､

フランス語版での定義に続けて､ラテン語の定義

を並べているのである(8)｡すなわち､"Majestas

estsummaincivesacsubditoslegibusque

solutapotestas"である｡マイネッケは､主権が無

制約の権力であることを強調しつつ､それらの定

義から､｢それゆえ､それはどんなほかの権力にも

依存しない ･永続的な･どんな委託にももとづか

ない ｡独自な ･法律にしぼられることのない ･至

高の ･臣民に対する強権にほかならぬのである｣

と締めくくる(9)｡そうした観点に立つと､上のラテ

ン語の定義は､｢主権とは市民および臣民に対する

最高にして､法律に拘束されない権力である｣と

訳すのが必然的である｡ 無論､フランス語版とラ

テン語版では異同があるが(10)､主権の絶対性につ

いて定義に変更は加えられていない ｡

そこで注目されるのが､西田の書簡中の主権解

釈である｡すなわち､"summa in cives ac

subuditoslegibusquesolutapotestas"の ｢最高

の而して 法によって束縛せられ即ち法から 自

由な権力｣という解釈である｡ ここで重要なのは､

"legibusquesolutapotestas"をどのように理解

するかだ｡ローマ皇帝を指す表現として用いられ

る"legibussolutus"は､｢法律に拘束されない者｣

と訳 され る｡ また ボダ ンの一節"legibusque

solutapotestas"も､｢法律に拘束されない権力｣

と一般に理解されている｡これに対し､西田は｢法

によって束縛せられ即ち法から自由な権力｣と訳

している｡要するに､西田は接続詞"que"を｢-で

はなく～｣ではなく｢-･かつ～｣と解したために､

｢法律に従うのではなく､法律から自由な権力｣

ではなく｢法律に従い､かつ法律から自由な権力｣

と理解したのである｡ これを誤読として片付ける

こともできるだろう｡ 例えば､西田と西洋古典語

との関わりについては､彼が帝国大学文科大学哲

学科選科生であった頃 (1891-1894年)､哲学の教

師ケ-ベルから西洋古典語を学ぶようたしなめら

れたエ ピソードを彼 自身記 してお り 〔13:

176-177〕(ll)､またこのエピソードから古典語の厳

密な読解よりも ｢自己自身の思索の深化｣を優先

する西田や ｢京都学派｣の姿勢について言及され

ることもあり(12)､西田の主権解釈もそれらに付け

加えるべき逸話として片付けることもできよう｡

これが主権に関する問題ではなく､かつ西田の解
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釈が謎めいたものでなければ､そうすることも許

されたであろう｡

｢法によって束縛せられ即ち法から自由な権力｣
●●

とは､明らかな矛盾である｡権力を束縛する｢法｣

と､権力がそれから自由だとされる ｢法｣とが､

それぞれ違うものを指すのであれば矛盾ではない

が､事態はそれ程単純ではない｡この矛盾は､西

田の思想そのものに根ざしている｡11､12世紀に

ローマ法のテクストを ｢再発見｣したことに始ま
●●

るとされる法学が､法規範の間の矛盾を解決する

解釈苧 (スコラ学)を原点としたことを踏まえる
●●

なら､主権をかかる矛盾として定義した西田の国

家論は､法学やそれに支えられた近代国家論に根

本的な疑義を突きつけているとは考えられないだ

ろうか｡

ジャン･ポダンの主権論をめぐって

西田幾多郎が近代主権国家に提起した問題を把
●●

握するには､まず彼が自らの考える矛盾を読み込

もうとしたジャン･ボダンの主権概念について確

認しておかなければならない｡

ボダン 『国家論』第 1巻第 1章によると､国家

とは主権による ｢正しい統治｣であり(13)､それゆ

え国家に主権は不可欠なのだが､では主権とは何

か｡ボダンは､法学者にも政治哲学者にも定義さ

れていないこの概念を､定義しなければならない､

と言う(14)｡すでに述べたように､ボダンの主権の

定義は二つの要素からなる｡ すなわち､永続性と

絶対性である｡永続性とは､権力が人々によって

特定の人々に､一定の期間授けられているのでは

ないこと､主権者は権力の受託者 ･執行者 (d8-

positaires)や番人 (gardes)ではないことを意味

する(15)0 ｢主権は､権力においても､機能において

も､時間の長さにおいても制限されない｣(16)｡つ

まり､主権の無制約性を表現しているのだが､こ

こで重要なのは立法権である｡ 周知のように､ボ

ダンにおける主権者の第-の権力とは立法権であ
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り､この点が ｢国王を正義の体現者と見なし､裁

判権を国王の第一の権力としてきた中世封建制国

家の伝統的考え方と明確に異なる｣ (17)｡異なるの

はそれだけではない｡

ボダンが主権者の立法権を論じるにあたって意

識しているのは､ローマ法である｡ ボダンの言う

立法権はローマ法とは異なっており､その相違こ

そが近代的な主権の特徴となる｡ローマ法の権威

的テクスト『学説乗算』Ⅰ,4,1によると､｢皇

帝の意志は法律の効力を持つ｣のだが､それは民

衆が皇帝に権威と権力を委ねたことに由来する､

とされている｡ボダンが異議を唱えるのはこの由

来に対してである｡すなわち､｢もし人民が自分た

ちの権力を､ある者に､彼が生きている限り､行

政官あるいは代理者としての資格において与える

のであれば､あるいはそれが権力の行使をただ単

に彼に押し付けるためだけなのであれば､彼は全

く主権者などではなく､単なる行政官､代理者､

摂政､司令官､番人､あるいは他人の権力の管理

者である｣(18)｡この立法権の性質が､主権の定義

におけるもうーつの要素､絶対性と結びつく｡

｢絶対権力｣は ｢財､人､国家全体を意のまま

にできる｣権力であり､それにはどんな条件も義

務も付されない､絶対性とはそうした性質を意味

する(19)｡これもやはりローマ法と関連する｡『学説

愛慕』Ⅰ,3,31によると､｢皇帝は法律に拘束さ

れない｣｡ボダンはそれを踏まえて言う｡ ｢ローマ

法にあるように､君主は法律に拘束されない｡ラ

テン語では法律という言葉には主権を持つ者の命

令という意味もあるのだ｣(20)｡これが 『国家論』

ラテン語版における主権の定義となるのである｡

ところで､ここで言う法律 とは､世俗権力により

制定された法律である｡具体的には､先王たちが

制定した法律や､君主自身が制定した法律を指

す(21)｡この法律から除外されているのは､神法と

その世俗化した表現としての自然法である｡すな

わち､君主といえども､｢正しい協定や契約｣には
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拘束される(22)｡そこからボダンは法律と契約の区

別を説 く｡｢したがって､法律と契約を混同しては

ならない｡というのも､法律は主権を持つ者次第

であり､それはすべての臣民に義務を負わせるこ

とができるが､主権者自身に義務を負わせること

はできない｡それに対し､協定は君主と臣民の間

で相互的であ り､両者に等 しく義務 を負わせ

る｣(23)｡つまり､君主は ｢命令者｣だが､神法 ･

自然法の下においては君主と臣民 とは平等であ

る｡ この点が､ボダンの評価の分水嶺となるのだ

が(24)､ここで重要なのは主権 と法との関係であ

る｡

マイネッケがボダンを反マキャヴェリストとし

て位置づけたのは､ボダンにおける法に対する関

心の高さのためである｡それは倫理 ･道徳から解

放された国家理性論に対するマイネッケの批判を

反映した評価 と言って良いだろう｡ 実際､すでに

見たように､ボダンは主権者と法との関係を､ロー

マ法を参照しつつ入念に検討している｡ しかし､

そのことはボダンがローマ法に基づいて近代的法

秩序を構想したということを意味しない(25)｡ボダ

ンにおいて法が主権者との関係において考察され

ているのは､法の内容への関心よりも､誰がそれ

を決定するのかという関心が先行しているから

だ｡すなわち､法そのものが国家の存立を支える

のではなく､法が誰あるいはどこから出てくるの

かという正統性に関する言説が国家の存立を支え

ることになる｡ そうした認識は､まさにローマ法

に依拠して形作られた西洋的伝統の所産ではある

が､ボダンの場合､魔女裁判との関わりから明ら

かなように､それは特殊な一神教的秩序への志向

を持つ(26)｡

それゆえ､宗教戦争の中で宗教的中立によって

国家の崩壊を食い止めるべく構想されたと言われ

る主権論は､より広範な組織化を可能にする正統

性を必要とするのであり､教会ではなく､神その

ものによって信仰に訴えかけるのである｡すなわ

ち､｢主権者たる君主の法律も､神法や自然法をゆ

がめることも変えることもできない｣ (27)のであ

り､神法や自然法は神聖なものとされるのだが､

それはあくまでも王権神授説のコロラリーに過ぎ

ない｡むしろ､重要なのは､神法 ･自然法の神聖

性から臣民の君主への服従が説かれている点であ

る｡｢君主の勅令が､すべての君主の上に君臨する

神の法に真っ向から対立しない限り､我々に対す

る権力を神から授けられた君主の勅令､王令に従

わなければならないのは､神法であり自然法であ

る｡陪臣が､主権者たる君主を除くすべての者と

対立しようとも､領主に対して忠誠を誓わなけれ

ばならないように､臣民は､世界のすべての君主

たちの絶対の主人たる神の主権を除くすべての者

と対立しようとも､主権者たる君主に従属しなけ

ればならない｣ (28)0

臣民が主権者たる君主やその法律に従わなけれ

ばならないのは､主権者が神から権力を授けられ

たからなのだが､そのことが意味するのは､国家

の正統性が神によって保証されているということ

だけではない｡上の一節から明らかなように､ま

ず ｢陪臣｣が ｢臣民｣と言い換えられたことで､

命令と服従という関係は中世的な身分関係から解

放され､領域内の諸身分の平準化とその主権者に

対する従属へと変容しうる｡さらに重要なのは､

命令者たる主権者は神になぞらえられ､いわば神

の位置を占めることになるということである｡ 言

い換えれば､それは神の ｢模倣｣である｡それゆ

え､主権者の命令たる法律は神法 ｡自然法の ｢模

倣｣となるであろう｡｢もし正義が法律の目的であ

り､法律が君主の作品であり､君主が神の似姿で

あるならば､そのために君主の法律は神法の模倣

でなければならない｣ (29)｡ボダンにおいて秩序と

は､神の創造による自然秩序であり(30)､法律もま

た神の創造における法としての自然法の ｢模倣｣

である｡つまり､主権者は神あるいは自然に準拠

しなければならない｡
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こうしたボダンに始まる主権論の正当化に用い

られた理論が､国家理性論である｡12世紀のソー

ルズベ リーのジョンによって用い られた観念

"ratiostatusreipublicae"にまで遡る七 される

国家理性論は､一方で､その起源とされるフォー

ミュラが示すように ｢公共の利益｣ないし ｢公共

善｣の追求を掲げ､他方､その背後には普遍的正

義を実現せんとする世俗国家の暴力が潜むなどと

富われる(31)｡とりわけ､｢公共の利益｣に注目する

ならば､国家理性論は､神の ｢模倣｣としての統

治ではなく､｢国力｣あるいは経済的合理性に準拠

した統治という理念を展開し､国家全体と個人を

同時に､数と匿名性によって把握する統治技法へ

と練 り上げられていく(32)｡その意味では､主権論

の役割が君主以外の諸身分 ｡諸権力の平準化と組

織化にあったとするならば､国家理性論は､経済

的合理性の観点から主権を正当化し､さらに領域

内の平準化 ･組織化された人と財とを経営の対象

として把握することを担ったと言える｡ その際､

神や自然が単に君主の至高性(souverainetさ)を保

証するだけのものであったならば､それらが経済

的合理性に準拠する国家理性論にとってもはや不

要となったのは当然であろう｡ だからこそ､ボダ

ンは主権論によって中世的秩序から近代国家への

端緒を開いたにもかかわらず､しばしば伝統的思

想に拘束されていたと評されるのである｡例えば､

ボダンにおいて君主は国家の一般的諸利益を守る

ために､諸身分間の団結と､その全体 と君主自身

との団結の維持という二重の紐帯の役割を担って

いると言われるとき､君主は私的利益ではなく､

公共の利益､国益を追求して職務を遂行しなけれ

ばならないとか､君主のみが ｢諸人および諸々の

中間集団を超えて､王国全体の中で彼の臣民全員

の利益を代表する｣とか､君主のみが ｢全人の共

通の利益の名の下に語る資格を持つ｣などといっ

た伝統の中にボダンは位置することになる(33)0

しかし､それは単なるボダンをめぐる評価の間

題に留まらない｡ボダンにおける伝統的なものと

は､主権者という人格的表象を紐帯とした国家論

を展開した点であろう｡それは､立法者としての

君主という､12世紀以降のローマ法学･教会法学

における伝統的な問題に他ならない｡容易に気付

きうるように､国家理性以降練 り上げられた経済

的合理性を審級とする統治技法に主権者は不要で

ある｡それに対し､ボダンには主権者が不可欠で

あった｡したがって､国家理性 と主権の問題を捉

えなおすには､まず主権論の役割を平準化と組織

化にのみ求めるのではなく､ボダンの議論に立ち

返って立法権の問題 として位置づけなければなら

ない｡言い換えれば､誰が決定するのかという問

題である｡ボダンが主権を定義した 『国家論』第

1巻第 8章の中心的テーマは､権力と法の正統性

だと言っても過言ではない｡この点について整理

しておこう｡

こうした問題はすでに､マイネッケ 『近代史に

おける国家理性の理念』に対するカール･シュミッ

トの批判(1926年)によって提起されている｡シュ

ミットは､マイネッケが国家理性を法に､権力を

人倫 ･道徳に対置する二元論的な図式に執着し､

問題を捉え損ねているとし､マイネッケが論じて

いるホップズやプ-フェンドルフが強調している

ように､真の問題は ｢道徳命令とか法命令の内容

としての規範性などにあるのではまったくないの

であって､誰が決定するか (Werentscheidet?)

という問題にある｣と言う'(34)｡これが真の問題で

あるのは次のような理由による｡ すなわち､そも

そも法や道徳命令自体が､現状 (statusquo)の

正統性を定め権力に奉仕することもあれば､革命

的原理ともなりうるように､権力を支えることも

あれば､権力に対立することもできるのである､

そしてこうしたことを明らかにすることができる

のは､誰が決定を下すのかという命題であるから

だ､とシュミットは主張する(35)｡さらにシュミッ

トは､そもそも ｢国家理性｣という概念を軸に過
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去数世紀に及ぶ国家と権力の思想史を叙述するこ

と自体に批判の矛先を向ける｡ というのも､シュ

ミットの認識では､すでに19世紀以来､権力に

とって国家理性の概念は ｢縁遠い｣ものとなって

いたのであり､とりわけ理性同様､国家概念も変

化してきたからである｡すなわち､国家概念は､

状態を意味するラテン語"status"に由来するが､

様々な権力に支えられた様々な状態が一つの状

態､定冠詞つきの状態となったとき､近代的な意

味での国家となる｡ しかも､シュミットによると､

国家という概念は､私的なもの ｡経済的なものと

は対立する公的なものであって､｢公的な秩序の根

本的且つ包括的な統一体を意味する｣(36).言い換

えれば､国家は ｢静態的な秩序概念｣として位置

づけられるのであって､それは ｢現代の経済的-

技術的な考え方｣とは相容れない(37)｡この国家概

念は､『憲法論』(1928年)でも論じられており､

そこでは主権論と密接に関係することになる｡ 定

冠詞つきの状態､いわば絶対的な状態の形成にお

いて決定的な役割を果たしたのが主権論なのであ

る｡すなわち､他の諸権力の特権や要求を斥けて､

それらを相対化し､吸収し､包括的な状態を作る

ことができたのは､君主が ｢法律に拘束されない

(legibussolutus)｣からである(38)｡それゆえ､国

家における主たる問題とは ｢誰が決定するか｣と

いう問題になる｡｢重要な問題は､常に､何びとが

決定するか (quisiudicabit)ということであり､

公共の福祉と共同の利益が要請することがらにつ

いては主権者が決定するのである｣ (39)0

主権論は､権力 と法の正統性をめぐる問題を

扱った近代的教義の一つである｡それは､立法者

たる君主が ｢法律に拘束されない｣と宣言するこ

とで近代国家にとって決定的な一歩を踏み出した

のだが､｢誰が ?｣あるいはその表象の様態に対す

る問い自体は､中世の法学に由来する｡ ついでに

言えば､国家理性も同じ問題に由来する｡そして､

西田幾多郎の主権解釈が関係するのもその間題で
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ある｡

その問題を惹起したのは､まさに君主が ｢法律

に拘束されない｣とする法諺と ｢法律に拘束され

ている (legibusalligatus)｣とする法諺との矛盾

であった｡国家理性の起源がソールズベ リーの

ジョン 『ポリタラテイクス』とされていることは

すでに触れたが､この間題においても､彼をはじ

めとする多くの法学者によって重要な議論が展開

された｡例えば､君主を ｢公的人格｣とすること

で､その ｢公的利益｣｢公共の福祉｣のための職務

において窓意的な私的意志が働 く余地がない(｢衡

平の下僕｣)とされ､また君主は法律 (実定法)に

拘束されないが理性に拘束されているとされ (こ

れが国家理性へと変容していったとされる)､ある

いはボダンのような､君主は実定法には拘束され

ないが自然法 ｡神法には拘束されるなどと論じら

れた(40)｡こうして君主という人格を軸にしながら

公的な領域が組織され､やがて主権という基礎を

得て国家という静態的な状態､永続的で絶対の状

態が確立されるのだが､ここで注目したいのは､

主権論が法の出所とその様態に対する問いに由来

するということであり､また国家理性もその起源

においては主権論と同様であり､正統性に対する

問いを歴胎しているということである｡

それこそが西田幾多郎の論文｢国家理由の問題｣

の主たる問題であり､それゆえ国家理性ではなく

｢国家理由｣でなければならなかった｡ 西田の問

いは､国家理性論のように16､17世紀的な危機に

おいて如何にして国家を経営するかではなく､何

故国家はあるのかという国家や法秩序の存立に関

わる根源的な問いである｡

｢国家理由の問題｣

何故 ｢国家理由｣か｡この点については､西田

の書簡からある程度の事情を辿ることができる｡

まず､かつて京都帝国大学で同僚であった和辻哲

那 (1925年に京大文学部倫理学講座に着任(41)｡
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1934年に東京帝国大学に転任)に宛てた1941年

6月1日付の書簡には次のように記されている｡

先日こちらにお出でになりました節お話申

しましたものを今書いて居るのですがその節

若しかしたら ｢講座｣へと云ふ様なお話が御

座いましたと存じます題は ｢国家存在理由の

問題｣即ちStaatsr去sonの問題といふのでつ

まり私の立場から見て国家といふものはいか

なるものかといふことを考へて見たのです

〔19:164〕(42)

西田は､この時点では論文のタイトルを ｢国家

存在理由の問題｣としていた｡つまり､｢国家とい

ふものはいかなるものか｣という内容には､その

タイトルが合致すると考えたのであろう｡しかし､

同じく和辻に宛てられた同年 6月24日付の書簡

では次のように述べられている｡

題は ｢国家理由の問題｣として置きました

どうもStaatsr良sonの訳がむつかしいので

人が国是と訳する様ですがそれは国家の方針

といふ様にて当らないのではないか国家存在

理由も面白からず 〔19:165〕

｢国家存在理由｣というタイトルをどうして｢面

白からず｣と感じたのかはともかく､西田が論じ

たいのが ｢国家の方針｣ではなく､やはり ｢国家

といふものはいかなるものか｣という問いであっ

たことが窺われる｡では､｢国家といふものはいか

なるものか｣を書いた動機とは何か｡いろいろ憶

測することはできるが(43)､書簡から分かるのは､

｢此頃の事とて国家といふことを書いて置かねば

ならないとおもひ今度 『国家理由の問題』といふ

ものをかきました｣(柳田謙十郎宛､1941年6月16

日付)〔19:165〕ということで､当時の情勢に対

する危悦が一つの契機であり､また国家について

論じることに使命感を抱いていたことは明らかで

あろう｡しかし､｢政府｣でもなく､｢権力｣でも

なく､｢戦争｣でもなく､何故｢国家｣について｢書

いて置かねばならない｣のかは明らかではない｡

無論､当時の日本の政治状況や日本をめぐる国際

状況といった時代背景などといった言説の外在的

条件と ｢国家理由の問題｣とは密接に関連してい

るのだが､のみならず ｢国家理由の問題｣は西田

のそれまでのプロプレマテイツクとの間に論理

的､必然的な連関があるように思われる｡

主権の問題に立ち戻ろう｡ この論文の中で､西

田はボダンの主権論についてどのように書いてい

るのだろう｡ 端的に言えば､主権は国家にとって

不可欠の要素と見なされている｡

西田によると､国家には二つの要素が必要であ

る.一つは､社会の理性化である｡これは ｢法制

的｣になるということを意味する｡ここで西田が

参照するのは､19世紀の法学者サヴイニーと､歴

史学者フエステル ｡ドゥ･クーランジュである｡

いずれも､明治憲法制定期に自由民権運動を弾圧

する政治家や政府側に立つ法学者たちによってし

ばしば援用された学者だが､西田はまさにルソー

の社会契約論を ｢功利主義｣として批判する根拠

としている｡明治憲法制定期の法学的言説と西田

の議論との関係については後述することとして､

ここで重要なのは､法は ｢歴史的に発展するもの

でなければならない､合理的に作られるものでは

なかろう｣〔10:296〕ということである｡ そのこ

とは､法が宗教的起源を持ち､言語や習慣のよう

に歴史的に発達したということを意味するのだ

が､そこから法とは ｢民族｣という共同体全体の

意志の ｢自己形成｣であり､法は ｢自律｣的であ

り､また､法が共同体の意志を体現していること

から､共同体は単なる ｢生物的種｣ではない､と

導き出される 〔10:299〕｡そして､人がつねに社

会や共同体にある以上､法という共同体の意志を

体現し､またその ｢世界｣における｢創造的要素｣

として権利を持ち､また人にとって法に権威があ

るのも､法が ｢世界そのものの絶対的自己表現｣

に基礎づけられているからだ｡

私は法と云ふものは､絶対矛盾的自己同一
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的世界の自己限定として､我々の自己が何処

までも世界を表現すると共に､自己が世界の

自己表現となるといふ歴史的世界の表現的自

己形成の形式に基 くものでなければならない

と思ふ｡我々の自己はか るゝ世界の創造的要

素として権利を有するのである 〔10:301〕

｢絶対矛盾的自己同一｣なる西田独特の術語を

軸に ｢法｣について論じられているのだが､まず

｢法｣に注目しよう｡ 西田の関心は､｢法の絶対的

客観性｣あるいは ｢法の絶対的権威｣は､何に由

来するかにある｡ つまり､正統性に関する問いで

ある｡

法とは我々の自己が歴史的世界の個物とし

て､実践的に世界を形成する所に現れる､我々

の自己に対する世界自身の命令である､云は

ば世界そのものの底から聞かれる神の声であ

る｡法はその時々に立法者によって作られた

るものとも云ふであらう｡ 併し立法者は主観

的に法を作るのではなく､歴史的世界のそれ

ぞれの局面に当って､作られたものから作る

ものへの歴史的必然に従うて行 くのでなけれ

ばならない｡それは天の命に従ふと云ふこと

でなければならない｡然らざれば､法ではな

くして暴君の悪意に過ぎない｡〔10:302〕

これが国家の第-の要素 ｢社会の理性化｣であ

る｡ 言うまでもないが､ここでの力点は人が ｢立

法者｣であるということに置かれている｡有名な

表現 ｢作られたものから作るものへ｣によって｢自

由意志｣を西田が説明するところに明らかなよう

に､｢世界を客観的意志の表現として法的と見ると

云ふだけでなく､自己が立法者となること｣｢自己

自身から世界の秩序を始めると云ふこと｣｢自己自

身が神 となると云うこと｣が､西田にとって法に

おける主要な問題である 〔10:288-289〕｡言い換

えれば､西田にとって ｢世界は法の世界である｣

〔ュo:286〕のだが､人は法を通して世界を表現し､

また同時に自己を形成することになる｡そして､

こうした法と人との関係が｢絶対矛盾的自己同一｣

に関わる｡

ところで､すでに､ここで主権論や､あるいは

それを遡った､上述の中世の立法者をめぐる思想

史が想起されるのだが､主権論はこれとは区別さ

れる第二の要素とされている｡すなわち､人は法

を通して世界を表現し自己を形成することで､｢生

物的存在｣とは違うもの､｢永遠なる価値創造の力､

歴史的世界創造の主体｣になるのだが､その際､

主権が必要となるのである｡｢永遠なる価値創造

力､歴史的世界創造の主体 となること｣は､

或一つの民族的社会が自己自身の内に絶対

矛盾的自己同一の中心を宿すと云ふことでな

けれ ばな らない｡私 は之 が国家 の主権
ヨi5'irlE

Souverainit乱と云ふものであると考へるの

である｡か ゝる主権を有った社会が国家であ

るのである｡それは歴史創造の-中心点とし

て､そこには総ての歴史的構成の力が自覚的

に綜合統一せられなければならない｡主権 と

云うものを始めて明に言ひ表したと云はれる

ボーダンは (Bodin,Sixlivresdelarepubli-

que)､之を共和国の絶対的な永久的な権力

puissanceabsolueetperpさtuelled'uner6-

publiqueと云ふ､ラティン語にて市民及び臣

下に対して最高な而して法から束縛せられな

い権力 summaincivesacsubditoslegibus-

quesolutapotestasと云って居る｡ 更に委し

く､臣民を越えて､最高の､永久の､自己自

身の､如何なる法からも自由なる権力と云っ

て居る (Orlasouveraineten'estlimitをC,ni

enpuissance,niencharge,niacertain

temps.)｡それは恰も地上に於ける神意を意

味するものでなければならない｡〔10:305〕

ここで言及されている､またすでに本稿でも紹

介した､ボダンの主権概念のフランス語とラテン

語 (田中秀央宛書簡で ｢法によって束縛せられ即

ち法から自由な権力｣と解釈された箇所は ｢法か
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ら束縛せられない権力｣と改められている)での

定義､および主権の無制約性に関する箇所はいず

れも､マイネッケ 『近代史における国家理性の理

念』において引用されている(44)｡そのためか､西

田の主権概念に関する理解はマイネッケ的だとも

思われるが､それだけには留まらない｡おそらく､

田中秀央宛書簡で示された主権概念は､そこに関

連しており､西田は自身が提唱した ｢絶対矛盾的

自己同一｣という概念､個人と国家､個と-の関

係に関する概念に引きつけて主権概念を理解した

と言って良いだろう｡

主権の絶対性と云ふのは､個人の圧迫を意

味するものではない｡全体的-と個物的多と

の絶対矛盾的自己同一的世界の中心を映すも

のとして､主権が主権であるのである｡ そこ

に何処までも我々の自己が個物的として世界

を映す､逆に自己が世界の自己表現として自

覚的となると云ふことが含まれてゐなければ

ならない｡全体約-としての主体が､何処ま

でも理性化せられることによって､それが主

権となるのである｡ 然らざれば､それは単な

る暴君の窓意か-党派の私利たるに過ぎな

い.〔10:305-306〕

ここにおいて主権の問題は公的なものという古

典的問題として捉えられる｡もはや主権どころか

国家という概念すらその自明性を問われる現代に

おいては､｢全体的-｣なる表現から､多様性の排

除ないし抑圧を指摘し断罪することも可能だが､

西田においては公的なもののと同時に ｢多｣なる

個のために｢-｣としての国家､｢中心｣としての

主権は不可欠である｡というのも､西田における

主権の問題は､君主の公的人格としての正統性に

関する問題ではなく､個人の権利保障の問題であ

るからだ｡

社会が右の如 く矛盾的自己同一的に､一つ

の世界の自己形成の形を取る時､一つの主権

を中心として法制的に形成せられる､即ち絶

対矛盾的自己同一的世界の表現的自己形成の

形を取るのである｡ 是に於て人はすべて公の

人となり､物はすべて公の物となる｡ すべて

が歴史的事物となるのである｡ 我々は各自創

造的世界の創造的要素として､歴史の創造者

として不可侵的権利を有するのである｡今生

れた赤子と云ヘビも､何処までも一国民とし

ての権利を有するのである｡人はすべて歴史

的主体者として権利を有するのである｡而し

て物はすべて何人かの財産でなければならな

い｡歴史的創造者は歴史的身体を有たなけれ

ばならない､物に於て自己を有たなければな

らない｡我々は歴史的世界に於て身体を有つ

ことによって､具体的人格となるのである｡

然 らざれば､抽象的意志たるに過ぎない｡

〔10:307〕

西田にとって主権は､諸個人が公的人格として

の権利主体であることを保証するための ｢中心｣

である｡ つまり､ここでは､主権は､公的なもの

への私的なものの服属を説 くためのフィクション

ではなく､すべての個人が法を通じて世界を表現

し自己を形成するという理念､そして個人の ｢創

造者｣としての公的･｢具体的｣人格という制度を､

いわば真理として保証するためのフィクションで

ある｡

そこから三つの立場が批判されることになる｡

一つは､ルソーを代表とする社会契約説である｡

すなわち､｢主観的意志の契約から､客観的な国法

は出て来ない｣〔10:308〕｡次に､マルクス主義で

ある｡上にあるように ｢歴史的創造者｣として法

的人格であるから権利､財産を有するのであって､

権利､財産によって人格となるのではない､とい

うことだ｡すなわち､｢政治から経済へであって､

経済から政治へではない｣〔10:308〕｡最後に､家

族国家論批判である｡すなわち､｢国家的社会と云

ふものも､家族的宗教的制度の如きものから起っ

たと云ひ得るであらう｡併しそれを越えて世界の
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自己形成の立場に立つ所に､それが国家的社会と

なるのである｡国家は家族の単なる延長ではない｣

〔10:308〕｡この批判は重要である｡というのも､

家族国家論に対する批判は､天皇を ｢父｣とし臣

民を ｢子｣とする体制的なイデオロギーに対する

批判を意味し､いわゆる ｢国体｣論批判につなが

るからだ｡この点について､補足しておこう｡

｢哲学論文集第四補遺｣と題された論文 (1944

年)がある｡これはもともと ｢国体｣と遺された

テクストで､当時の国家論･｢国体｣論に対する批

判である(45)｡正確に言えば､当時支配的であった

｢国体｣に関する言説に対する批判であり､｢国体｣

概念の練 り直 しである｡つまり､｢意味の争奪

戦｣(46)の一つと考えてよい｡｢哲学論文集第四補

遺｣というタイトルが示すように､｢国家理由の問

題｣の ｢補遺｣とも考えられよう｡ そこでも社会

の ｢理性化｣としての､あるいは ｢価値創造者｣

としての国家が論じられるのだが､とりわけ重要

な位置を占めるのが宗教である｡｢国家価値とは創

造価値である｡散にそれは真の道徳的価値である｡

背後に宗教的なるものを有って居るのである｣

〔12:399〕｡この宗教を担うのが ｢国体｣となる

のだが､西田の ｢国体｣概念は通俗的なそれとは

異なる｡一方では､一種のナショナリズムとして

表現され､当時のイデオロギーを想起させるのだ

が､他方､国家の道義性 ･規範を導き出すための

ものとなっている｡すなわち､｢国体｣とは国家が

自己自身を限定する｢形｣であり個性であり､｢国

家は国体を有し､国体を有するのが国家である｣

のだが､｢自己自身の中に世界を表現せざるもの､

即ち道義的ならざるものは､国家ではない｡単に

排他的なる民族主義から出て来るものは､侵略主

義と帝国主義との外にない｣〔12:403-404〕｡そし

て ｢国体｣は､この道義性の ｢形｣･｢規範形｣と

ならなければならない｡

道徳的当為の根拠は､単に客観的に環境か

ら基礎附けられるのでもない､又単に主観的

に推論式的論理から基礎附けられるのでもな

い｡多と-との矛盾的自己同一として形が形

自身を限定する所に､基礎附けられるのであ

る｡そこには主観即客観､客観即主観的に､

内在即超越､超越即内在的に矛盾的自己同一

的に自己自身を限定する､我々の自己の行為

的直観の形がなければならない｡絶対現在の

自己限定の形が見られるのである｡ これが

我々の道徳的行為の規範形としての国体と考

へられるものである｡〔12:407〕

具体的には､｢国体｣とは ｢皇室｣を中心とした

｢家族的｣結合を指すのだが (この点は通俗的イ

デオロギーと異ならない)､重要なのは｢国体｣が

｢家族的と云ふ以上のものである｣点だ｡｢以上｣

の部分を構成するのが､理性であり､｢法と道徳｣

である｡

詔に現人神としての神の言葉を聞くと云ふ

ことができる｡ そこには理性的に法と道徳と

が基礎附けられるのである｡八紘為字の語も､

そこから云はれねばならない｡然らざれば､

侵略主義とも誤解せられるでもあらう｡〔12:

410〕

｢詔｣､すなわち天皇の言としての ｢ノリ｣｢ミ

コトノリ｣は､後で見るように､明治憲法制定期

にも用いられた明治憲法体制の正統性に関する言

説の一部を為す｡西田がそれとは異なるのは､む

しろ意図的にずらしているのは､それを ｢法と道

徳｣の根拠とした点である｡ つまり､権力を ｢法

と道徳｣によって拘束する論拠として用いたので

ある｡西田の関心は､規範､あるいは法の根拠､

正統性にある｡西田は､それを｢宗教｣､あるいは

宗教的なものとして捉える｡

私は､我国の国体の精華としてその唯一性

は､歴史的世界形成的として､その宗教性､

神聖性にあると思ふ｡而して､今日世界自覚

の時代に於て､それは国家の範を示すもので

あり､かかる国家概念は国家学の新なる出立
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点となるものである｡私は嘗てかかる立場か

ら､｢国家理由の問題｣に於て､法の根拠につ

いて論じた｡〔12:416〕

｢国家理由の問題｣に戻ろう｡｢国家理由の問題｣

における主題は､｢法の根拠｣であり､｢根拠｣と

しての宗教的なものである｡ この点を西田は､19

世紀の歴史学者ランケに言及しながら説明してい

る(47)0｢哲学論文集第四補遺｣において国家の｢個

性｣が論じられていたが､それがここではランケ

に依拠して ｢民族精神｣として論じられている｡

要するに､国家は法のみでは存立しえず､｢個性｣

｢民族精神｣を要するのである｡

法とは個人は何処までも個人的に､主権は

何処までも主権的に､両者の矛盾的自己同一

の形式でなければならない｡種的社会はか ゝ

る形式を媒介として､国家となるのである｡

併し私は斯く云ふも､国家と云ふものを唯

法律的に形式的に考へるものではない｡国家

とは､絶対矛盾的自己同一としての歴史的世

界の個性的自己形成でなければならない､個

性的な一つの世界でなければならない｡私は

ランケが ｢政治問答｣に於て､国家を生きた

個体であり､神の思想であると云ふに同意す

るものである｡一つの国家の体制を他に移す

ことのできないものである｡ (中略)現実の国

家形成の底には､矛盾的自己同一的世界の自

己形成として､デモーニッシュなる歴史的生

命の流がなければならない｡それが今日､民

族精神と考へられるものである｡それは法の

形式を媒介として､国家的に自己自身を形成

するが､それは何処までもーつの個性的な生

命でなければならない｡絶対矛盾的自己同一

を自己自身の中心として､一つの個性的世界

を形成するのである｡法制はその外形に過ぎ

ない｡形式は模倣することができるが､精神

は移すことはできない｡〔10:311〕

制度と精神の二元論は､法の継受ないし受容に

関わる問題でもあり､西洋近代法を受容した日本

において看過できない問題であることは言うまで

もなく､例えば後で見るように著書 『日本文化の

問題』で明らかなように､西田の ｢法の根拠｣､正

統性に対する問いはこれを意識したものとも言え

るが､まずこの二元論について整理しておこう｡

論文｢実践哲学序論｣(1940年)において､西田

はランケを援用し､制度と精神の二元論を説 くの

だが､とりわけそこで ｢精神｣に求められるのは､

｢種｣なるものに固有の歴史的に形成された ｢神

的思想｣であり､国家に腔胎された｢歴史のイデー｣

である 〔10:77〕｡それが､西田における ｢精神｣

の内実であり､｢遺徳｣である｡それゆえ､｢種｣

あるいは国家は ｢パラデーグマ｣である｡ すなわ

ち､｢種とは我々の自己の行動のパラデーグマであ

る｣〔10:79〕｡つまり､国家に求められるのは､

個人の ｢行動｣の範であり､人にとって外在的で

はあるが ｢行動｣に際して内在化され忠実に再現

されるにせよ侵犯されるにせよ､つねに参照され

る先例であり規範的なものである(48)｡それは､個

人が抽象的概念ではなく､系譜的な関係の中で身

体を持ち歴史的に形成される人格であることのコ

ロラリーである｡言い換えれば､人は､歴史的に

継承される道徳的関係あるいは制度的関係の中に

位置して初めて人格となる｡役柄 (ペルソナ)と

いう人格本来の語義に立ち返って言えば､役柄を

設定するフィクション (擬制)がなければ､人は

人格とはなりえないということであり､その主体

性を承認されることはないということだ｡西田は

そのフィクションを歴史的 ･具体的なものに求め

たのである｡ そこから､国家には宗教的な定礎が

必要とされることになる｡

全体約一としての社会の自己限定が絶対矛

盾的自己同一的世界の自己限定として表現的

形成的に我々の自己に臨む時､それが国家で

ある｡即ち社会の客観的意志が世界の絶対的

自己表現の意義を有するかぎり､それが国家
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と云ひ得るのである｡そのかぎり､国家は具

体的理性的であり､道徳的主体であるのであ

る｡ 我々は国家的たることによって､道徳的

と云ひ得るのである｡故に国家はその成立の

根格に於て宗教的でなければならない｡如何

なる社会であっても､それが矛盾的自己同一

的世界の全体約-的自己限定として､それは

既に世界の表現的自己形成の性質を有するも

のである､ミトス的である｡国家に至っては､

それが絶対矛盾的自己同一的世界の自己表現

として理性的となるのである｡人間は宗教的

なるが故に､国家的でなければならないので

ある｡その逆ではない｡〔10:80〕

要するに､人が人格であるとは､すでに人がフイ

クテイヴであること､制度的であることが前提さ

れているのだが､そのフィクション･制度性の基

礎には､西田の言葉で言えば､｢道徳的｣なものが

なければならない｡ところで､西田において､こ

の道徳の源泉が宗教である｡それゆえ､人の社会

性 ｡政治性の表現としての国家は､宗教により基

礎づけられなければならないのである｡

西洋近代の法秩序は､信仰の自由をはじめとし

て内面的領域への不介入を前提としている｡ それ

は､まさにジャン･ボダンの時代に象徴される信

仰をめぐる闘争の所産でもある｡そこから主権論

が出てくるのだが､西田の国家論 ･主権論はそれ

とは異なる｡ ｢国家理由の問題｣は､その点を明瞭

にしている｡ 無論､背後にはそれぞれの国家論 ･

主権論の位置する時代の違いがあるのだが (ボダ

ンらの時代が共同体の分裂危機に直面していたと

するなら､西田らの時代は一国家による他の国

家 ･共同体の侵略という倫理的 ･道義的危機に直

面していたと言えるだろう)､おそらく問題はそれ

に留まらない｡敢えて言えば､西田が問題にして

いるのは､国家や法と信仰とをめぐる文化論的次

元での差異でもある｡ あるいは西洋近代を相対化

して言えば､内面的領域への不介入とは､宗教的

なものがもはや共同体の紐帯として､あるいは制

度的なものの審級として機能しなくなったことを

表現しているのであり､そのことが意味するのは､

紐帯 ･審級の喪失ではなく (喪失してしまえばア

ナーキーに陥る)､それらが別のものに移ったとい

うことである｡ それゆえ､国家理性が現れたので

あり､この経済的なものは国家における合理的な

ものの審級をなす｡しかし､西田は ｢国家理由｣

や ｢国家存在理由｣という言葉が示すように､あ

るいは上に見たマルクス主義批判に明らかなよう

に､経済的なものに審級としてのステイタスを認

めない｡審級となるのは､あくまでも ｢道徳的｣

なものであり､宗教である｡その帰結として､法

と道徳の二元論は､本来 ｢-｣なるものでなけれ

ばならない｡

法学者は法と道徳とを区別するに､強制の

有無を以てする様である｡併し､私は道徳と

は従来の如く単に我々の自己の内面的当為と

して考ふべきものでなく､本来､命令とか強

制 とかいふ性質を有ったものと思ふのであ

る｡ それが遺徳の本質 と考へるのである｡

〔10:328〕

そして､人が人格として､主体として権利を有

する制度的世界としての国家においては法と道徳

とは一致する｡

主体即世界の立場に於て､即ち国家の立場

に於て､法と道徳とが-となる｡国家が人倫

的実体ととも云はれる所以である｡ 国家の立

場に於て､始めて罰が道徳的と云ふことがで

きるのである｡何となれば､我々自己が真の

自己となると云ふことは､創造的世界の創造

的要素となることであり､それは世界の自己

形成 として国家的に働 くことなるが故であ

る｡ 国家に於て､道徳の内容と形式とが-と

なるのである｡ 〔10:329〕

道徳の内容と形式の一致､道徳と法との一致､

それを西田は｢絶対意志｣と呼ぶ｡では､｢絶対意
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志｣とは何か｡ここにおいて重要となるのは､人

格､主体性の承認という契機である｡

私が､汝を汝として見ることによって､私

が私である｡私と汝とが､何処までも人格と

して相対することによって､私が私であり､

汝が汝である｡如何なる媒介者によって相対

すると云ふか｡それは論理的一般者と云ふ如

きものであってはならない｡何となれば､若

しそれならば､両者は一般者の特殊であって､

個物でない｡然らば単に無と云ふか｡それな

ら両者相対すると云ふこともできない｡それ

は絶対に無にして而もすべてのものを成立せ

しめるもの､無なる故に､互に独立するもの

を独立的に成立せしめるものでなければなら

ない｡それは絶対意志と云ふものでなければ

ならない｡(中略)我々の自己が何処までも個

物的意志として､表現的に世界を形成するこ

とは､逆に自己が世界の表現的自己形成とな

ることである｡我々の自己が自己自身の底に

深 く､個物的となればなる程､我々の自己は

絶対意志に面するのである｡絶対意志が我々

に迫って来るのである｡ そこに我々は無限な

る創造的意欲に撞着する｡道徳的当為とは､

此処から起って来るものでなければならな

O.Flo:325-326]

｢人倫的実体｣としての国家といい､｢承認｣と

いい､そうした言葉か らヘーゲルが想起 され

る(49)｡事実､西田も ｢国家と遺徳について論じた

所は､大まかにヘーゲルの考に同様 と考へられる

かも知れない｣〔ュo:331〕と言っており､ヘーゲ

ルに多 くを負っていると言って良い (周知のよう

に西田自身はそのことを執粉に否認するのだが)0

ヘーゲルとの関係がここでの関心ではないので立

ち入らないが､西田はヘーゲルと異なり承認を共

同体 の成立の契機 として理解す るので はな

く(50)､人が個としての人格 となることとして捉え

ており､この承認において決定的な役割を果たす

のが､二項間の媒介者としての ｢絶対意志｣であ

る｡ それは西洋ならば ｢神｣と呼ばれるであろう

ものだが､西田は ｢絶対に無にしてすべてを成立

せしめるもの｣と呼ぶ｡無即有､有即無である｡

すなわち絶対無である｡ 重要なのは､人格を成立

せしめるのは､二項間の関係性ではなく､三つ目

の項であるということだ｡

言うまでもないが､こうした三項関係に基づ く

人格､道徳､法､権利という理念は､国家論に反

映される｡ 国家論において ｢絶対意志｣は主権 と

なる｡

而して斯 く我々の自己が何処までも個物的

として世界を形成すると云ふことは､逆に世

界が絶対意志を中軸として､個性的なる一つ

の世界を形成することでなければならない｡

即ちそれは一つの国家を形成すると云ふこと

でなければならない｡作られたるものから作

るものへといふ世界は､種的形成に始まる｡

而して主体が環境との矛盾的自己同一的過程

を経て､主体即世界として､種的形成的社会

が国家となる｡ 斯 く云ふことは､世界が絶対

意志を中軸として､一つの個性的世界を形成

すると云ふことに外ならない｡そこに絶対意

志が主権 として自己自身を表現するのであ

る｡ 〔ュo:326〕

つまり､主権 とは個と個とを媒介する第三項で

あり､その媒介によって人を単なる動物 としてで

はなく､人格 としての個人たらしめるものであり､

様々な制度や､国家そのものの存立を支える審級

であり､法と宗教との結節点である｡国家が ｢パ

ラデーグマ｣であると言われるとき､とりわけこ

の主権に範としての役割が期待されている｡主権

は､法的領域において人格や権利､あるいは法そ

のものといった諸制度を真理として保証するもの

となり､宗教的あるいは道徳的領域において範､

規範の源泉となる｡

では主権はどこにあるのか｡あるいは主権をめ
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ぐる問題､さらに言えば国家をめぐる根本的な問

題が､｢誰が決定するか ?｣という問いにあること

を上に確認したことを踏まえて言えば､主権者は

誰か｡西田の生きた時代が明治憲法体制の時代で

あること､しかもここで考察の対象としてきたテ

クストが1940年代に書かれたものであることか

ら､容易に想像はできる｡

私が｢日本文化の問題｣に於て云った様に､

全体約-と個物的多との矛盾的自己同一とし

て主体的即世界的に形成せられた我国の国体

と云ふのは､絶対者の表現的自己形成として､

勝義に於ての国家と云ふべきものであらう｡

皇室は過去未来を包む絶対現在として､我々

は之に於て生れ､之に於て働き､之に於て死

して行 くのである｡ 故に我国に於ては､祭政

一致と云はれる如 く､主権は即宗教的性質を

有するのである｡ (中略)然るに､西洋に於て

の近代国家は､か るゝ都市国家の破壊せられ

た後に出来たものである｡それは自ら民主的

たらざるを得ない｡全体主義的国家と云って

も､民族意識と云ふものが中心となって居る

のである｡ 我国の国体はそれ等と異なるもの

があると思ふ｡我国体は挙国の神話を以て始

まり､幾多の社会的変遷を経ながらも､それ

を根槙として､今日まで発展して来たのであ

る｡ 我国体に於ては､宗教的なるものが､始

であり終であるのである｡ 〔10:333-334〕

一見すると単なる国体論である｡ しかし､例え

ば､西田において ｢神話｣すなわち ｢ミトス｣が

何を意味するのか考える必要がある｡ 上に見たよ

うに､｢ミトス的｣であるとは社会が ｢世界の表現

的自己形成の性質を有する｣ことを意味している

のであり､言語や宗教等により制度化されている

ことを意味しているのであり､また国家とは社会

を ｢絶対矛盾的自己同一的世界の自己表現として

理性的｣にしたものであり､日本が ｢勝義に於て

の国家｣である以上 ｢理性的｣でなければならな

い｡つまり､この国体論は皇室への服属を説 くと

いうよりも､制度化と理性化という規範を課して

いると見ることができる｡ しかも､その皇室は｢之

に於て｣と表現されており､それは西田の術語｢場

所｣を想起させる｡ その意味において､｢主権者は

誰か｣という問いには､皇室と答えざるを得ない

ものの､その含意は単なる国体論とは異なり､｢場

所｣の問いへと連なっているのである｡

では主権論における｢場所｣とは何か｡それは､

第三項である｡ すなわち､西田の論理に従って言

えば､個と個という二項を同一の地平に存立せし

め対面せしめる ｢場所｣である｡この ｢場所｣は､

それと同時に､個を人格としてフイクテイヴなも

のへと変容させる｡そこに理性と制度が現れると

いうのである｡ こうした意味において､西田にお

ける国体は｢神話｣であり､フィクションである｡

このフィクションは社会契約説という西洋近代の

フィクションに対する批判でもある｡つまり､西

田の関心は皇室への服属ではなく､権利の基礎づ

けと権利概念の創出に向いているのである｡論文

の末尾において次のように言っている｡

私は法学については何等の知識を有せない

ものではあるが､権利の基礎と云ふものが､

若し私が此の論文に於て述べた如く考へ得る

とするならば､そこから新なる権利の概念が

出て来ないであらうか｡社会が主体即世界と

して自己自身の内に絶対意志を映す､即ち自

己自身を主権的に構成すると云ふことから社

会が表現的世界の自己限定として､法的に構

成せられるのである｡権利と云ふのは､社会

契約によって成立するのではなく､却って歴

史的世界として社会の自己形成からと云ひ得

ないであらうか｡主権と云ふのは権利の一種

ではなく､すべて権利は社会の主権的自己形

成から成立するのではなからうか｡(中略)西

洋法学に於ての権利の概念が我国家に当依ら

ないとすれば､我国の法学者は新なる概念を
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求めねばなるまい｡〔10:33小335〕

西田が ｢新なる権利の概念｣を持ち出したこと

を理解するには､この議論の前提を把握しておか

なければならない｡そこには西洋から受容された

権利が私利 ･私欲と理解されてきた明治以来の歴

史がある｡しかし､西田にとって､あらゆる権利

主体は ｢公の人｣である｡すでに見たように､西

田にとって､社会が主権を ｢中心｣として ｢法制

化｣されるとき､つまり ｢絶対矛盾的自己同一的

世界の表現的自己形成の形を取る｣とき､｢人はす

べて公の人となり､物はすべて公の物となる｣､だ

からこそ人は人格であり､権利主体である｡ ここ

には西洋が中世から練 り上げてきた公/私の峻別

がないため､当然新たな概念となるだろう｡ しか

し､それは西田の主権論の一つの効果に過ぎない｡

主権論の本質は､｢絶対矛盾的自己同一｣という概

念によって表現されているものにある｡ 媒介者 ｡

第三項としての主権は､無即有､有即無であり､

｢絶対無｣である｡

2.西田幾多郎と近代国家

西田幾多郎における主権の問題とは､近代国家

に対する問いであり､国家概念の練 り直しを意味

する｡それゆえ､それは西田個人における思想的

展開であるのみならず､日本近代が受容L形成し

てきた現実の国家の問題でもある｡日本における

近代国家あるいは国家観念に対して､西田の主権

論はどのような射程を持つのだろうか｡

西田幾多郎の主権論の周辺

日本近代の思想史上において主権をめぐる問題

と言えば､まず､天皇機関説論争が想起される｡

天皇主権説に対する批判である天皇機関説をめぐ

る論争である｡ 西田の ｢国家理由の問題｣等の国

家について論じたテクストが書かれたのは1940

年前後であり､美濃部達吉が著書の発禁等の処分

を受けた天皇機関説事件のあとであることを踏ま
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えると､西田の主権論が天皇機関説ではなく､一

見するとむしろ天皇主権説と言うべきものである

かのようなのは当然であろう｡ しかし､西田の主

権論は国家と法の宗教による道義的基礎づげを狙

いとしたものであって､決して権力の無制約性を

確立するための理論ではなく､またそもそも天皇

機関説の効果が､穂積八束や上杉慎吉らの絶対主

義的な明治憲法解釈の否定にあったことを踏まえ

ると､西田の主権論は少なくとも天皇機関説と対

立する位置にはない(51)｡つまり､西田の主権論を､

天皇機関説と天皇主権説との対立図式の中に位置

づけて表層的に理解することは必ずしも正確では

あるまい｡そのことは､それぞれの源泉となった

ドイツ国法学における二つの学説を参照すれば明

瞭になる｡ すなわち､天皇主権説の源泉としての

新絶対主義が議会主義や民主化に対する批判であ

り､帝国主義的政策遂行のための強権的支配を掲

げたのに対し､天皇機関説の源泉としてのイェリ

ネックの国家法人説は新絶対主義に対する批判で

あり､自律的主体としての国家の ｢自己拘束｣と

いう理念を突きつけた(52)｡こうした図式の関係性

を踏まえると､西田の主権論は表面的には天皇主

権説と見せかけてはいるものの､その内実は天皇

機関説あるいは国家法人説に近いとも言える｡ し

たがって､西田の主権論を二者択一によってどち

らかに片付けてしまうのは妥当ではない｡むしろ､

それが論敵とするものを見定めることが､それを

把握する手がかりとなるだろう｡ 論敵とは､法以

前の部分､あるいは西洋から法を受容する際に現

われたイデオロギー､天皇主権説を主張した穂積

八束らの家族国家論である｡

穂積八束は､神話と祖先崇拝を接合して天皇崇

拝としての ｢祖先教｣を核とした家族国家論を授

起した｡すなわち､日本には祖先崇拝の慣習があ

り､また日本は単一民族であり祖先を共通にして

おり､皇室は民族の始祖の直系の子孫である､よっ

て ｢子｣たる臣民は ｢父｣たる天皇に服従しなけ
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ればならない､という教説である｡ 穂積がかかる

主張をするには様々な契機があったものと思われ

るが､ここで重要と思われるのは､フエステル ｡

ドゥ･クーランジュらに依拠した祖先崇拝､宗教

による法の基礎づげである｡ 穂積によると､社会

における利害対立を解決し秩序を維持するには法

と宗教が必要なのだが､とりわけ宗教が重要にな

る｡ すなわち､法は ｢人ノ外形ノ行為｣を対象と

し ｢精神ヲ支配スルコト｣ができず､また国家と

個人の関係､とりわけ ｢何々吾々力国家こ服従シ

ナケレハナラナイカ主権ノ神聖テアル ト云フコ

ト｣を ｢冷淡ナル哲学論｣によって説明すること

はできない､それゆえ宗教が必要である､とい

う(53)oフエステル･ドゥ･クーランジュなどの19

世紀歴史学 ｡人類学を参照し､いわば共同体の起

源｡神話に遡行し､そこに ｢祭政一致｣を見出し､

そこから現実の国家の正統性に関する言説を編み

上げるというのは､何も穂積独特の方法でもなけ

れば､また天皇主権説を導くための方法でもなく､

時に和辻哲郎のように ｢民本主義｣を導き出すこ

とも可能である(54)｡要するに､それは西洋近代の

国家概念や主権概念から零れ落ちたものを拾い上

げるための方法である｡ その際､日本は､キリス

ト教が支配的な宗教ではなかったため､ボダンの

ような王権神授説に立ち返るのではなく､歴史

学 ｡人類学によって固有の起源たる信仰が求めら

れたのであり､それが ｢祭政一致｣なのである｡

西田のテクストにおいてもクーランジュはしばし

ば言及されるのだが､西田は家族国家論を批判し

ており､そのことに注目するならば､西田は起源

なるものを拒絶していると言える｡それは､必ず

しもニーチェ的な起源の拒絶､哲学的論理として

提示されたものではなく､むしろ国家論として捉

えられなければならない｡

西田にとって家族国家論の問題とは何か｡それ

は､家族国家論が､文化的な同一性というよりも

生物的な同一性によって徹底的なショーヴィこズ

ムを可能にする点にある｡ その排他性は直接的に

は民族の単一性信仰に由来するのだが､家族国家

論を家父長制的 ･儒教的な体裁をとった天皇主権

説の通俗的イデオロギーとして位置づけるなら

ば､家族国家論は主権概念によって少なくとも統

治システムにおける排他性の観念を供給され､と

りわけ帝国主義的侵略によって支配領域が｢家族｣

(民族)の外に展開したとき､排他性を担うのは

専ら主権となる｡それゆえ､上に見たように､西

田はその独特の主権論に基づいて ｢国体｣観念を

論じた箇所で ｢自己自身の中に世界を表現せざる

もの､即ち道義的ならざるものは､国家ではない｡

単に排他的なる民族主義から出て来るものは､侵

略主義と帝国主義との外にない｣と批判するので

ある｡ これに対し､西田が主権論によって提示す

るのは､｢世界｣の観点から道義的に自己限定され

た国家である｡ 一般に､家族国家論が現われた背

景として､明治初期に道徳と法とが十分に区別さ

れなかったことが指摘されるのだが､西田が採っ

た方法はむしろその逆で､家族国家論を批判する

のに国家と法を再び道義的に基礎づけることを主

張したのである(55)｡西田の主張の根拠,あるいは

論理は次節で検討することにして､まずは以下の

点について確認しておこう｡ すなわち､西田の主

権論は､｢道義｣性としての ｢世界｣性を特徴とす

るが､それは法の受容がショーヴイニズムを生ん

だというパラドクスへの批判である､ということ

だ｡この点は､法の受容において法の基礎づけが

如何にして行われたのかを確認し､また対照する

ことで明らかになるだろう｡ ここでは明治憲法の

起草者の一人であり､また穂積八束の支持者でも

あった､井上毅に注目しよう｡

井上が､明治政府の法律顧問で明治憲法の起草

者の一人でもあるレスラー(56)に､主権概念につい

て質問し､それに対してレスラーが詳細に説明し

ている文書(57)がある｡ 井上の質問は､人民主権､

君主主権､｢中間主義｣(｢主権ハ国王 卜人民 トこ分
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タル｣)の三つの様態があるが､｢足下思考スル処

如何｣というものだ｡これに対してレスラーは､

まず主権にはいくつかの意味があり､国際法上の

主権国家の意味､主権者の地位などを論じた後､

ボダン流の主権概念を説明している｡｢主権 トイヘ

ル語ハ､君主権ノ性質ヲ指シテ謂フ｡此意義こ拠

レハ､国ノ最上地位ヲ表明スルモノニシテ､其地

位二在ル者ハ､至尊ノ人爵ヲ有シ､天神ノ外ハ､

何人二向テモ其命令ヲ受クルコトナシ｡即チ臣民

ノ反対 トス｡此場合二於テハ､主権ノ名二当ル者

ハ､国権ノ全部ヲ統撹スル者タラザル可ラス｡ 何

トナレハ､国権ヲ以テ数人ノ手二分ツトキハ､勢

交互ノ服属ヲ要シ､其主権者ハ却テ他ノ権威二屈

従スルコトヲ免レズシテ､自ラ完全ノ主権ヲ有ス

ルコトヲ得ザレハナリ｣ (58)｡とはいえ､主権は無

制約の権力ではない､という｡｢蓋主権ナルモノハ､

固ヨリ壇独無限ノ権ヲ謂フこ非ス｡主権者ハ､少

クモ天神こ服従シ､天律ヲ遵奉スルノ義務アルハ､

理ノ疑ナキ者ナリ｣(59)｡さらに､主権者は ｢人民

ノ意思｣､公的利益に従わなければならない｡｢昔

時､日耳鼻人ハ､王権ハ主権ナルモ､遭独無限ノ

権二非ス､一定ノ法律二率由シテ之ヲ行ヒ､而シ

テ法律ハ､人民ノ意思こ従テ之ヲ制定スルモノト

為セリ｡ (中略)君主ハ被治者ノ心二従テ政治ヲ為

シ､独り自ラ己ノ欲スル所二任ス可カラス｡ 宜ク

民 卜倶二法律ヲ制定シ､之ヲ敬重循行シ､壇マ､

こ臣民ノ権利 ･所有 ｡身体ヲ損害スルコト無カル

へシ｣(60)｡要するに､レスラーは､主権は国家の

統一性を示すもので決して分割してはならない､

しかしそれは主権者の窓意を意味するのでなく､

神法や人民の意思､公益､それを代表する議会制

度によって制限されなければ人民の自由 ･権利が

侵害されるというもので､ボダン流の主権論とは

対立する法治国家の理念を主権概念に付加してい

るとも言える｡

こうした主権概念が､明治憲法において変容し

ながら統治権において受容される(61)｡例えば､第

4条を見てみよう｡すなわち､｢天皇ハ元首ニシテ

統治権ヲ総撹シ此ノ憲法ノ条規こ依り之ヲ行ウ｣｡

先のレスラーの主権に関する説明に引きつけて言

えば､前段が主権の不可分性の観念を取り込んで

おり､後段は立憲制､あるいは法治国家の理念を

表現している｡これを 『憲法義解』の有名な一節

は次のように註釈している｡｢蓋統治権を総撹する

は主権の体なり｡ 憲法の条規に依り之を行ふは主

権の用なり｡体有りて用無げれば之を専制に失ふ｡
(ママ)

用有りて体無げれば之を散 慢に失ふ｣(62)｡統治権

を規定するにあたって､少なくとも起草者たちが

主権の問題を意識していたのは間違いないだろ

う｡ 例えば､『憲法義解』の英訳では､｢統治権｣

は"Therightsofsovereignty"と､｢統治の大権｣

は"ThesovereignpowerOfreigningoverand

governingtheState"と訳されている(63)｡前者か

ら｢統治｣とは"sovereignty"ではないかとも思わ

れるが､後者によると｢統治｣とは"reigningover

and governing the State"であり､｢大権｣が

"sovereignpower"に相当することになり､｢統

治｣が何を意味するのか判然としない｡しかし､

いずれにせよ､｢統治｣を単なる支配と考えるのは

妥当ではない(64)0

天皇の統治権そのものを規定しているのは第 1

条である｡すなわち､｢大日本帝国ハ万世一系ノ天

皇之ヲ統治ス｣｡ボダン以来の主権の永続性という

理念を表現したものとも考えられるが､英訳では

"TheEmpireofJapanshallbereignedover

andgovernedbyalineofEmperorsunbroken

forageseternal."(65)とされており､｢統治｣とは､

"Leroiregneetnegouvernepas"と評されたイ

ギリス流の君主制とは異なる制度を明確にするた

めに用いられた語であるとも考えられる｡しかし､

事態はそれ程単純ではない｡ 『憲法義解』は｢統治｣

を次のように註釈している｡ ｢統治は大位に居り､

大権を統べて国土及臣民を治むるなり｣(66)｡そし

て 『憲法義解』は､この後､日本書紀や古事記､
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続日本紀､令義解などに見られる｢シラス｣｢シロ

シメス｣という動詞を紹介し､｢所謂 『しらす』と

は即ち統治の義に外ならず｡蓋祖宗其の天職を重

んじ､君主の徳は八洲臣民を統治するに在て一人

一家に享奉するの私事に非ざることを示された

り｡此れ乃憲法の拠って以て其の基礎 と為す所な

り｣ (67)｡要するに､明治憲法が西洋近代の立憲君

主制をモデルとしながらも､それが日本固有のも

のであることを示そうとしているのであり､西洋

から受容した法に日本固有の基礎を与えようとし

ているのである｡ 言い換えれば､法に他の言説と

は異なる権威を与えようというのである｡この｢シ

ラス｣としての統治権の規定において決定的な役

割を果たしたのが､井上毅である｡

ここでは ｢シラス｣あるいは ｢統治｣の詳細に

は立ち入らず(68)､次のことを確認するに留めた

い｡すなわち､本来､｢統治｣とは天皇にのみ用い

られる動詞であり､その特徴は ｢統治｣が ｢私事｣

あるいは私的な支配 (所有者としての支配)とは

異なること､そして ｢統治｣者としての天皇は理

性を体現する､あるいは知における審級として設

定されていることである｡ この点を明らかにして

いるのが､井上の ｢シラス/ウシハク｣論(69)であ

る｡

井上 によると､｢ウシハ ク｣とは"occupy"や

"govern"に相当する古語で､本来は私的な支配､

土地 と臣民の所有者 としての王の支配を意味す

る｡ これに対し､｢シラス｣は天皇による公的な支

配を意味するとされるのだが､日本固有の概念で

あるとされ､とりわけ ｢知る｣の尊敬表現である

点が強調される｡すなわち､｢御国の御先祖伝来の

御家法は､国を知らすといふ言葉に存在して居る

といふことを考へなければならぬ､此の国を知 り､

国を知らすといふことは､各国に例のないこと､

各国に比較を取る見合せにする言葉がない､(中

略)書紀又は令に､治の字､又は御の字をアテハ

メたるは､翻訳であって､適当の意味にはかなは

ない､是れが私の申す､言霊の幸ふ御国のあらゆ

る国言葉の中に､珍しい､有難い価値あることを

見出したと申す所のものである､知るといふこと

も､今の人の普通に用ゐる言葉の如 く､心で物を

知ることであって､内の心と外の物との関係をい

ひあらはし､而して内の心は外の物に照し臨みて､

鏡の物を映す如 く､知り明らむる心地の言葉に相

違ない､(中略)しらすということは､理を以て物

を兼ねたる完全なる言葉である｣(70)0

天皇の支配が ｢理｣に適ったものである､ある

いは天皇が国家における理性を体現するとされた

帰結として､天皇は ｢立法の淵源｣となる｡すな

わち､第 5条(｢天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法

権ヲ行フ｣)の註釈によると､｢至尊は独行政の単

極たるのみならず､又立法の淵源たり｣ (71)｡さら

に､第 6条(｢天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行
ノリ

ヲ命ス｣)の註釈では､｢蓋古言に法を訓みて宣と

す｡播磨風土記云｡『大法山 (今名勝都岡)品太ノ

天皇 (応神天皇)於此山宣大法故日大法山』と｡

言語は古伝通俗を徴明するの一大資料たり｡而し

て法律は即ち王言なることは､古人既に一定の釈

義ありて謬らざりしなり｣ (72)と､法は本来､天皇

の ｢言｣である､とされる｡

天皇の ｢言｣としての法観念についても､井上

のテクストは分節化している｡天皇の ｢言｣が法

であるならば､その法と天皇はどういう関係にあ

るのかという､ボダン流の主権概念の核心へと問

題は展開する(73)｡すなわち､｢帝室ハ法律ノ内二在

ルベキヤ又ハ法律ノ外二在ルベキヤ｣という問い

である｡井上はこの間題を歴史学や人類学の問題

としてではなく､憲法学の問題として論じる｡ こ

こでも､播磨風土記の ｢大法山｣に関する一節を

例に用いながら､｢法｣すなわち ｢ノリ｣とは ｢ノ

リト(祝詞)｣｢ミコトノリ (詔)｣に由来し､天皇

の ｢言｣である､という｡そして､この ｢ノリ｣

と天皇 との関係も古語によって説明される｡すな

わち､｢中古ノ宣命ニ 『ノリノマニマニ』トイフ語
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アリ即チ法二随フトイフ意ナリ是レ先王ノ遺法二

従フノ意ナリ｣｡そこから日本の ｢国体及ビ憲法｣

がドイツ流の法治国家の理念に合致するという結

論が導き出される｡

ここに見 られるのは､中世 ヨーロッパ以来の

ローマ法の法諺をめぐる難問であり､それは敢え

て言えば､法の正統性をめぐる問題である｡ ソー

ルズベリーのジョンら中世の学説が君主を公益の

審級としての (公的人格)という表象 (｢生ける法

(lexanimata)｣)･フィクションによって､その

間題の革む矛盾を解決したとすると､ジャン｡ボ

ダンらは主権概念と王権神授説というフィクショ

ンによって君主を法から解放したのだが､絶対主

義に対抗する諸権力は再び法諺と慣習によって立

憲制を実現する｡ 世俗化の中で進行した法の正統

性をめぐる展開を経験した西洋とは異なり､日本

はこうした歴史的背景を持つ制度を受容した際､

その正統性は自明のものではなく､むしろ根拠を

必要とする｡それが､穂積八束が ｢宗教｣と呼ん

だものであり､井上毅が参照する ｢皇典｣と呼ば

れた一部の古典的テクストであった.無論､明治

期の日本にそれ以外の法を定礎するフィクション

がありえなかったわけではなく､社会契約説など

別のフィクションもあったのだが､現実に明治政

府が権威としたのは歴史的なものであり､天皇で

あった｡

西田幾多郎が ｢国家理由の問題｣という主権論

を提示したのは､こうした言説 ･環境においてで

ある｡西田もまた､社会契約説における人格の概

念の抽象性と個人主義的傾向のために､社会契約

説により法 ･国家を定礎する可能性を否定するの

だが､その立場は井上らとは違うものであり､む

しろ明治憲法体制を形成したフィクションへの批

判として位置づけるべきである｡井上において法

の正統性､法の理由を構成するのは､天皇という

公的人格であり､古典的テクストから拾い上げら

れた古語から形成されたフィクションである｡｢シ

ラス/ウシハク｣論･｢ノリ｣論とは､天皇の権力

のみに公的なステイタスを与え､その他のあらゆ

る権力を私的なものとして国家権力の担い手とし

ての資格を剥奪するフィクションである｡ それが

『憲法義解』に見られる明治憲法の定礎である｡

それは､公的権力の一元化という主権概念の産物

である｡ しかし､見方を変えると､この産物は主

権者以外のすべての人格の平準化でもある｡ つま

り､ボダンにおいて主権者の権力の絶対性とは､

神以外のどんな存在にも拘束されない主権の超越

性を指すが､それは主権者以外のあらゆる権力を

私人として平準化することでもある｡統治権を支

える ｢シラス｡ウシハク｣論｡｢ノリ｣論にも同じ

効果が備わっている｡ それゆえ､｢立法の淵源｣は

天皇であって､議会は ｢協賛｣するに過ぎない｡

そして､その ｢淵源｣という天皇のステイタスの

理由は､天皇の理性に求められる｡

これに対し､西田が ｢詔｣に ｢現人神としての

神の言葉を聞く｣というとき､すでに見たように､

それは権力が ｢法と道徳｣に拘束されているとい

うことに力点が置かれており､｢侵略主義｣批判と

なる｡つまり､理性を体現する天皇というフィク

ションは､公的権力の一元化と諸身分の私人とし

ての平準化をもたらすが､他方で､時に､理性の

独占に基づく ｢統治｣なるものは､理性はつねに

公的なものに備わっており私的なものは非理性と

して定められる可能性に脅かされ､公的なものは

私的なものを抑圧し､私的なものの公的領域への

参画を閉ざしうる｡ それゆえ､｢詔｣が権力自身の

拘束性 (法治国家)を意味するものとして再び喚

起されなければならないのである｡さらに､｢主権

を中心として法制的に形成せられる､即ち絶対矛

盾的自己同一的世界｣において ｢人はすべて公の

人｣であり､｢歴史の創造者として不可侵的権利を

有する｣､つまり｢人はすべて歴史的主体者として

権利を有する｣と西田が言うのも､それに関連づ

けて理解されなければならない｡西田の主権論は､
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社会契約説に対する批判 として､単なる ｢抽象的

意志｣には還元できない歴史的かつ｢身体｣(それ

自体系譜的なものであり ｢歴史的｣である)を備

えた ｢具体的人格｣だが､他方､その ｢人格｣は

すでに制度的なものである以上､｢公の人｣となる｡

したがって､そこには私的であるとして､あるい

は非理性であるとして公的領域における主体 とし

て承認されないなどという可能性はないのであ

る｡ 言い換えれば､人格は ｢身体｣と ｢制度｣に

よって構成されており､｢身体｣的である限りにお

いて歴史性を帯び ｢意志｣には還元できず､それ

ゆえ国家もまた契約に還元できない歴史的なもの

を紐帯とする､他方で､国家を構成するあらゆる

人格は制度的であることから公的なものとなり､

その公的性格 と ｢身体｣のもつ生物的な ｢衝動｣

のために人格はすべて｢歴史的創造者｣､すなわち

立法者として権利を有するのだ｡それが主権論で

あるのは､平準化の徹底としてである｡

平準化の徹底 とは､私的なものがなくなり､あ

らゆる人格が公的なものを体現しているというこ

とである｡ それには､当然､独自のフィクション

が必要となる｡ それが｢絶対無｣というフィクショ

ンである｡つまり､主権は､あらゆる制度を正統

なもの､あるいは真理として保証する役割を果た

すべく存在する､あるいは存在しなければならな

いが､｢公｣あるいは ｢理性｣というステイタスそ

のもの独占するものではなく､むしろそのような

｢形｣としては存在しない､あるいは存在しては

ならない｡もし､存在するならば､そのとき､主

権は他の主体 と同じ ｢個｣あるいは ｢特殊｣の一

つに過ぎず､至高性を標梓することはできない｡

法の正統性の次元で言い換えるなら､法の理由を

遡ってみたところで窮極の理由などない､あるい

は ｢何故 ?｣という問いには際限がないが､人間

が制度的な生き物として存在し､その制度そのも

のを支える理由の役割を果たす何かがなければ制

度が存立しないどころか､｢何故 ?｣と問う人間的

営為すら失われるという矛盾がそこにはある｡こ

の矛盾に焦点を合わせたのが､西田の主権論であ

る｡西田にとって､こうした ｢無即有､有即無｣､

真に超越的にして内在的という矛盾が､主権であ

る｡ この主権を西田は ｢宗教｣とも言う｡ それゆ

え､国家には｢宗教｣が欠かせないというのだが､

その政治的立場は､すでに見たように穂積八束と

は異なる｡ しかし､｢哲学的｣に法や主権の神聖を

説明できないゆえに､宗教が必要であるという穂

積の結論､あるいは穂積の言う法の基礎づけとし

ての ｢宗教｣を､より分節化し､しかも主権の論

理を徹底し､そこに絶対無という矛盾の原理を見

出したのが西田だと言えるだろう｡ この場合､国

家における ｢宗教｣とは､もはや論証の対象とは

なりえない､信の対象でしかない､しかもそこか

ら理性 と制度が生じる場所である｡ この矛盾に焦

点を合わせる論理が､単なる当時の政治情勢への､

その場かぎりの反応ではなく､人間を制度と身体､

そしてその狭間に開かれる無という矛盾によって

捉える西田独自の視点によって得られるものであ

り､西田独特のいくつかの概念 ◎術語によって可

能になったものである以上､いわば西田の主権論

の前史を把握しなければならない｡

主権論にいたるまで

西田幾多郎の主権論の諸前提を把握するには､

政治をめぐる西田や ｢京都学派｣の関わり､ある

いはいくつかの契機を確認しておく必要がある｡

西田の国家論の直接的な契機となったのは､｢京都

学派｣の一人高坂正顕によると､マルクス主義の

浸透とそれへの弾圧､そして日本の哲学は国家や

社会を論 じてこなかったとする批判的認識であ

る｡すなわち､西田の周辺では三木清や戸坂潤ら

がマルクス主義を研究･紹介し､また河上肇が｢左

傾教授｣として京都帝国大学教授の職を辞するこ

とを余儀なくされ (1928年 4月)､さらに1933年

にはいわゆる ｢滝川事件｣により京都帝国大学法
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学部は多くの教官を失うことになり､そうした出

来事から西田はマルクス主義に関心を持ちつつ､

それとは違うものとして､｢場所｣の思想を､国家

や社会を射程とした｢弁証法的世界｣の思想へ｢具

体化｣させた､と高坂は言う(74)｡無論､そのこと

は西田がそれまで政治に関心がなかったことを意

味するわけではない｡例えば､学生時代の書簡や

日記などから福滞諭吉､徳富蘇峰､中江兆民に対

して強い関心を西田は持っていたなどとも言われ

る(75)｡しかし､すでに見たように､西田の主権論

や晩年の国家論での立場は､必ずしも福薄らのそ

れと結びつくものではない｡むしろ福薄らの論敵

である井上毅らの関心に近いものでもあり､いわ

ば明治憲法を基礎づけ直すのが西田の主権論の問

題である｡ したがって､西田における政治への関

心の連続性を辿るのではなく､政治的なものが明

示されはじめた1930年代のテクストに注目しよ

う｡

西田の国家論の出発点は､国家そのものに関す

る問いではなく､｢個｣つまり個人である｡ すなわ

ち､西田の国家論は ｢個｣が ｢個｣であるのは如

何なる条件の下においてかという問いである｡そ

れは論文｢私と汝｣(1932年)以来､西田の主要な

テーマとなるのだが､国家論でもその論理が踏襲

されている｡その論理とは､｢個｣は単独では存在

しえず､他者を前提とする､ところで ｢個｣はあ

くまでも ｢個｣であり他者とは ｢非連続｣である､

しかし他者と出会うことがなければ ｢個｣は ｢個｣

ではない､それゆえ ｢個｣が ｢個｣であるという

ことは ｢個｣と｢個｣とを媒介するもの､｢媒介者

M｣なるものを想定せざるを得ない､というもの

である｡ 要するに､コミュニケーションは二項関

係からなるのでなく､三項関係からなるのであり､

社会はそうした第三項をなくして存立し得ないの

だが､重要なのは､その第三項が ｢個｣としての

二項とは質が異なるということだ｡というのも､

｢媒介者｣は ｢個｣ではなく ｢一般的なるもの｣

でなければならないからだ.｢一般的なるもの｣の

みが｢媒介者｣たりうる｡しかも､｢媒介者｣は｢絶

対に一般的なるもの｣でなければならない｡とこ

ろで､西田において絶対性を標樺できるのは｢無｣

のみである｡ つまり､｢媒介者｣は ｢無｣でなけれ

ばならない｡

こうした論理は直ちに国家論とはならない｡｢媒

介者｣がいかなるものかがおそらく国家論の主た

る問題 となるであろうにもかかわらず､西田の関

心は ｢媒介者｣よりも､むしろ､｢個｣の成立､敢

えて言えば､主体化に関する理論に向かうか ら

だ(76)｡とはいえ､そのことは､政治的関心の欠如

を意味するわけではない｡｢個｣､人間における政

治性 ･社会性の問題は､言語や ｢身体｣をめぐる

問題 として展開されることになる｡言い換えれば､

言語や ｢身体｣の問題とは､主体化の理論と､主

体が法 (権利)主体として設定し直される国家論･

主権論とを取 り結ぶ主体の制度性に関する問題で

ある｡

｢個｣が ｢非連続｣であるということは､国家

や社会における紐帯の喪失を意味する｡ その意味

で､西田の ｢個｣の観念は極めて近代的なそれで

あり､もはや血縁や地縁も共同体の紐帯ではない｡

それゆえ､伝統的な紐帯とは異なるものとして｢媒

介者｣の概念が授起され､それは家族国家論批判

を準備することになる｡事実､西田は国家論 ･主

権論にいたるまでに､日本においては家族国家論

と同じ系譜に位置する国家有機体説を｢個｣の｢非

連続｣の立場から批判している｡ 国家有機体説は

個人の自由を君主制の下で保障する理論であり､

絶対主義的な支配から市民層を解放しつつ､国家

としての統一性や君主の指導的役割を維持するた

めに用いられた道具であったが､日本における有

機体説はそうした歴史的意義を捨象し､君主の下

での組織化理論としてのみ機能した｡そのため､

徹底的な ｢非連続｣として捉えられた西田におけ

る｢個｣の概念は､有機体説と対立するのである｡
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論文｢弁証法的一般者 としての世界｣(1934年)に

おいて西田は次のように言っている｡

有機的統一に於ては､各部分が独立的たる

と共に一つの全体を構成すると云っても､そ

れ等は全体の部分たるに過ぎない､全体が全

体の意義を失ふと共に部分は部分の義を失ふ

のである｡ それ自身に於て発展すると考へら

れるものに至っては､その-歩一歩が唯一的

として再び繰 り返すことができないとして

も､何 らかの意味に於て内的統一 といふ如き

ものが考へられるかぎり､それは一つのもの

の発展 といふ意義を脱することはできない､

何処までも合目的的統一の意義を脱すること

はできない｡その各の段階は真に個物的とい

ふことはできない｡真の個物 と個物 との間に

アリス トテレスが知るものと知られるものと

を包む類概念はないと云った如 く､両者を包

む所謂一般者 といふ ものがあってはならな

い｡而 もその両者が相限定する所に､絶対に

相反するものの自己同一として､始めて弁証

法的限定 といふ如きものが考へられるのであ

る｡ 〔7:311-312〕

西田の有機体説批判はヘーゲルの弁証法に対す

る批判でもある｡実際､この一節の後にヘーゲル

批判が続 くのだが､ここで重要なのは､｢個｣の｢非

連続｣の帰結 としての有機体説批判 とは､｢個｣が

服属する ｢一般者｣としての国家観念を否定して

いることである｡ では､国家 とは何か｡この問い

に西田はここではまだ答えていない｡それに代え

て､｢媒介者｣の概念を提示しているのである｡

ところで､有機体説批判は明治憲法体制に対す

る批判でもある｡ 例えば､先に見た 『憲法義解』

の第 4条の註釈によると､天皇が統治権を総携す

るのは ｢人身の四支百骸ありて､而して精神の経

絡 は総 て皆其 の本源 を首脳 に取 るが如 きな

り｣ (77)｡西田のこの時期の ｢個｣および ｢媒介者｣

の論理は､主体化の論理であり､また如何にして

｢非連続｣性を越えて政治性を再構築するかとい

う関心が希薄であるため､必ずしも国家論 とは言

えなO｡しかし､それは現実の国家に対する鋭い

批判を惹起するのであり､後の主権論の前提を為

している｡

無論､西田の ｢個｣は自然状態のような全 くの

自由の下にあるのではない｡イ酎こ自然状態にある

とすると､｢個｣は他者なくして ｢個｣たりうるこ

とになり､｢個｣は他者 と｢媒介者｣という三項関

係によって ｢個｣ となるという主体化の論理 と矛

盾する｡ また､自然状態から社会契約によって社

会を形成するという社会契約説にも転 じうること

になり､有機体説批判 も契約説からの批判 という

図式に収まることになる｡三項関係から明らかな

ように ｢個｣は他者 との間の ｢相互限定｣や ｢媒

介者｣による ｢無の場所的限定｣によって､抽象

性や無税定性が否定されているのだが､これを西

田は ｢社会的･歴史的｣な限定と言い換えている｡

歴史性については､ランケ､サヴィニー､フエス

テル ｡ドゥ･クーランジュらに対する西田の関心

から理解できる｡それは社会論 ･国家論の観点か

ら言えば､社会契約説批判の射程をもつ ｡ もう一

つの要素､社会性は､言語や表現行為に求められ

る｡

我々が社会的であるといふ ことは同時に

我々は言語を有つ といふ ことを意味する｡

ゾーン ･ポリテイコンであるといふことは､

同時に我々は言語を有つ､ゾーン ･ロゴン ･

エコーンであるといふことを意味する｡而し

て社会的ならざる人間といふものはない､単

なる個人 といふものはない｡人はホモ｡ファー

ベルであると共に､ゾーン ･ロゴン ･エコー

ンでなければならない｡人間の行動 といふも

のは､すべて表現的意義を有するのである｡

〔7:329〕

アリス トテレスにおいて､人間が他の動物 と異

なり ｢政治的動物｣であるのは､言葉によって益
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と害､正と不正を見極めるからであり､また国家

は個人に先行する､つまり言葉や国家なしに存在

する個は人間ではなく､神か野獣である｡西田に

おける社会性は､アリストテレス以来の社会性 ･

政治性に関する言説を踏襲したものである｡ した

がって､それは､人間が言葉を話す ｢動物｣であ

ることに見出され､言葉があるために人は ｢個｣

として自覚する｡それゆえ､社会性は歴史性と結

びつく｡ 言葉はつねに ｢個｣に先行しているから

だ｡とりわけ､ここでは言葉ないし ｢表現｣が特

権的な意味を持っている｡

西田における言葉の社会性･歴史性の問題とは､

規範の問題である｡

個人といふものが先づあって､それから言

表といふものが成立するといふのではない｡

個人といふものはかかる世界の自己同一的限

定として考へられるものに過ぎない｡我々の

意識は却って社会的意識から始まるのであ

る｡〔7:33ト332〕

人の ｢意識｣が ｢社会的意識から始まる｣とい

うことは､｢意識といふのは各人に属するものでは

なくして､一種の公の場所｣〔7:347〕であると

いうことだ｡この｢公の場所｣が､｢非連続｣な｢個｣

の間で形成されるのは､言葉あるいは ｢表現｣を

｢媒介者｣とすることによる｡したがって､｢表現｣

は｢我々を唆すもの､動かすもの｣であり､｢我々

の自己は言葉によって呼び起されるとも考へられ

ねばならない｣〔7:348〕｡ここでいう｢表現｣に

は芸術的なもののみならず､規範的なものも含ま

れる｡

道徳的行為といふものに於ても､我々は単

に我々の内からの当為に従うのでなく､外に

物を作るといふ意味がなければならなO.真

の善は我々が於てある世界の自己限定の内容

たる意義を有ったものでなけれならない｡是

故に我々は我々の行為について無限の責任を

有つのである｡ 〔7:339〕

｢個｣が他者と言葉によって媒介される､ある

いは ｢個｣が言葉によって呼び覚まされることで

初めて ｢個｣となるということは､｢個｣とは単な

る動物とは異なり､すでに制度化された存在であ

ることが前提されている｡とりわけ､注目に値す

るのは､｢個｣を媒介する ｢表現｣には理性や規範

が含まれているということであり､その意味で

｢個｣とは生まれながらの人というよりも ｢理性

我｣であり､人格である｡西田がすべての人を｢公

の人｣というとき､こうした言葉による制度化の

契機を前提 としている｡それゆえ､｢理性我｣すな

わち ｢実践理性｣ (78)は､物を単なる動物的な ｢身

体的欲求｣によってではなく､理性という制度に

より把握する｡そこから次のような帰結が導き出

されるのである｡｢我々人間が理性的であり､人格

的であるかぎり､この世界は法律的であり､道徳

的でなければならない｣〔7:409〕｡かつてカント

は､｢自然が解決を迫っている人類最大の問題は､

普遍的に法を司る市民社会を実現することであ

る｣ (79)と言ったが､カント的な実践理性論を踏襲

する西田は､この間題に対して ｢人間が理性的で

あり､人格的であるかぎり｣､かかる｢世界市民社
●●●●●●●●●

会｣は実現しなければならないと答えたことにな

る｡つまり､｢人格｣を保証し､権利を保障する具

体的な審級を欠いているため､ただ ｢世界市民社

会｣なるものを想定しなければならず､さらに言

えば､｢人格｣も国家における法 (権利)主体とい

うよりも､むしろ｢世界市民社会｣における法 (権

刺)主体とならざるを得ない｡それゆえ､田辺元

は国家論としての ｢種の論理｣の立場から批判し

たのであり､西田はその批判を課題として受け止

めたのである｡さらに言うなら､西田は､それの

みならず､カントの難問をも引き受けざるを得な

くなる｡すなわち､それは ｢人間は同類の他者の

なかで生きてゆく場合に一人の支配者を必要とす

る動物だということである｡なぜなら､人間はお

そらく自分と同じ他の人間との関係において自由
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を濫用し､理性的被造物としてすべての人間の自

由を制限する法を求めはしても､利己的な動物的

傾向性に惑わされて､できうるならば自分自身を

例外化するからである｡ それゆえに､その人固有

の意志を砕き､各人が自由となりうる普遍的妥当

意志に従うよう強制する一人の支配者を必要とす

る｣(80)｡西田の論文 ｢弁証法的一般者としての世

界｣が､その末尾で ｢絶対者｣について論じてい

るのは､この課題のためであり､また後に西田が

主権論に向かうことになるのもそのためである｡

西田の主体化の理論は､田辺元による批判を契

機に､徐々に国家論､｢種｣をめぐる問題にその対

象領域を移していった｡それが論文｢論理と生命｣

(1936年)である(81)｡そこでの主たる関心は､タ

イトルが示すとおり､近代におけるロゴスと実在

との分裂という問題設定の下に､実践理性をどの

ように位置づけるか､あるいは ｢行為的自己｣と

しての生命を論理的に捉えるという問いとして表

現される｡ とりわけ､焦点となるのは､実在する

ものの創造性であり､生成を本質とする生命の論

理化であり､本稿での関心に引きつけて言うなら

ば､人間的活動の本質を創造に求め､創造を権利

として､人を人格として制度的に把握するという

ことである｡ つまり､｢論理｣とは制度であり､｢生

命｣とは動物としての人である｡

ここで ｢生命｣は ｢種｣の概念を導く役割を担

う｡つまり ｢個｣という主体化の問題は､｢世界｣

との間に介在する ｢種｣を射程に収めつつ練り上

げ直されるのである｡

個物は生れるものでなければならない｡生

れると云ふには､種といふものがなければな

らない｡さういふ意味では､個物は種的であ

るのである｡ 〔8:283〕

ところで､生命と個との結節点を為すのが ｢身

体的自己｣あるいは ｢身体｣である｡ ｢身体｣は生

物的な次元に位置づけられるため本能に従うのだ

が､他方で､それは個としての ｢意識｣を持つと

き､もう一つの次元にも位置することになる｡

我々は身体を有ち､我々の自己は何処まで

も生物的身体的でなければならないと共に､

それは何処までも個物的でなければならな

い､直線的でなければならない､時間的でな

ければならない (歴史的身体的でなければな

らない)｡此故に我々は意識を有つ｡而して意

識的ならざる身体といふものはない｡か るゝ

自己に対する世界は単に食物的自然とか生物

的自然とかいふものでなく､歴史的実在の世

界でなければならない｡こ にゝ我々は真に客

観的な物に対すると云ふことができる､即ち

歴史的事物に対するのである｡ 〔8:285〕

ここでは､個が個であるのは ｢身体｣の歴史性

に基づく｡そこから西田は ｢真の生命｣は ｢歴史

的生命｣であり｢種の生命｣だと言う｡ ｢我々は親

から生れる､親は又その親から生れる｣〔8:286〕｡

つまり生命｡｢身体｣は系譜的であるために歴史的

である｡ そして客観的に実在するものとは歴史的

実在であり､歴史的なものはその客観的実在性の

ために社会的なものである｡ とはいえ､ここでは

｢種｣は ｢身体｣の歴史性 ｡社会性を意味するも

のに過ぎない｡個と他者 (｢私と汝｣)と｢媒介者｣

という三項関係によって示された主体化の理論に

比べ､｢身体｣という実在性を問題にしているため

に､社会性･歴史性もまた実在性を帯び､｢種｣な

るものを想定せざるを得なくなっているのだが､

｢種｣そのものの規定は明確ではなく､やはり西

田の考察の軸は ｢個｣に置かれていると言わざる

を得ない｡しかし､この ｢個｣が ｢身体｣と置き

換えられたために､社会的 ･歴史的とされていた

ものが制度的なものとして捉え直されることにな

る｡それを明瞭に示しているのが､アリストテレ

スの ｢政治的動物｣を想起させる ｢話す身体｣と

いう概念である｡｢話す身体｣は｢人間的身体はロ

ゴス的世界から形成せられるものでなければなら

ない｣〔8:309〕ことを意味し､｢話す身体｣して
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の人間は言語を ｢道具｣として､また論理を ｢技

術｣として用いることで対象を把握するため､把

握された対象はすでに論理的だ ということにな

る｡

物は対象的なものであり､名を有つもので

あり､我々が道具を有つといふ時､それは既

に論理的でなければならない｡生物的身体が

物を道具 として有つのでなく､ロゴス的身体

がそれを有つのである｡物は表現的に我に対

するものであり､表現的に我に対するが故に､

我を離れて何処までも自己自身を限定するも

のであり､そこには断絶の連続がなければな

らなぬ｡〔8:310〕

ディスクール理論を踏まえるならば､これは言

説の制度性の問題 と言えるのだが､西田の ｢話す

身体｣を起点とする議論が興味深いのは､主体を

言説 ･制度にとって外在的なものとは捉えず､こ

れを ｢私｣と ｢意識現象｣ との関係に移調しなが

ら､独特の制度観を提示している点である｡

何の意識現象も ｢私の｣でなければならな

いが､その為に意識現象が変化を受けるので

はない｡それは全 く場所の如きものである｡

然 らばと云って､それが単に無であるかと云

へば､それは意識体系の中にあるものであり､

それあるが故に､我々の意識体系が成立する

のである､一つの形を有つのである (個人的

形態を有つのである)｡普通には統一するもの

は､統一せられるものを越えたものと考へる｡

無論､その通 りでなければならない｡併 し単

にそれだけならば､それは外的なものである｡

従ってその体系はそれ自身に於て統一を有っ

たものでない､自己自身を維持する形ではな

い｡自己自身を維持する形に於ては､超越的

なるものが内在的でなければならない､無が

有でなければならない｡〔8:311-312〕

これが西田の主権論を構成する ｢公の人｣の論

理の前提である｡すなわち､個々のもの､｢個物｣

は言語 という制度によって表現される以上､制度

上の存在であ り､その ｢物｣を対象化する視点

(｢我｣､｢私｣)が制度的身体 とするならば､対象

化された ｢物｣も制度的身体である (逆に言えば､

西田がしばしば用いる ｢我が物になる｣という表

現になる)｡それゆえ､それらの間には｢断絶｣が

ある｡ しかし､そこには対象化 という関係性や意

識の体系性があり､統一性がある｡これが､｢場所｣､

あるいは超越的にして内在的､無にして有､と呼

ばれる｡ 事実､西田は､｢生命｣もまた ｢か ゝる自

己自身を形成するものに於て､自己自身を形成す

る｣と考えられると言う 〔8:312〕(82)｡このよう

な制度的身体が ｢人格｣である｡｢人格｣とは､そ

の制度性によって歴史的 ･社会的 ｡理性的な存在

を意味し､その身体性･｢衝動的｣であること､生

物的であることによって ｢世界の創造的要素｣で

ある 〔8:353〕｡それゆえ ｢人格｣は単に歴史 ｡

社会･理性の被造物ではなく､｢立法者｣でもあり､

制度性 と身体性 とは､法が｢人格｣を作 り､｢人格｣

が法を作るという円環を形成するための要素であ

る｡

では国家は如何なる論理によって捉えられるの

だろうか｡論文 ｢論理 と生命｣は､まだ国家論で

はない｡ というのも､国家は ｢世界の特殊｣に過

ぎず､また ｢歴史の基体｣でもないからだ 〔8:

382-383〕｡言い換えれば､国家 と国家は､個 と個

との関係 と同様に､第三項 (｢世界｣)に媒介され

ることで国家たりうる｡つまりそれは､諸権力中

の一つの権力に過ぎないのであり､主権によって

中間権力 と区別される前のそれ､定冠詞つきの

"status"登場以前のそれと変わ りない｡したがっ

て､その国家は近代的な意味での国家ではない｡

ただし､西田は､論文｢種の生成発展の問題｣(1937

年)において､自らの ｢世界｣が ｢世界市民的な

抽象的一般的世界を意味するのではない｣と主張

している 〔8:519〕(83)｡しか し､そこで も国家

(｢種｣)は他の国家 と｢対立し相争ふ｣(ヘラクレ
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イトスを踏まえているのであって戦争を称揚して

いるのではない)ことで国家として存立すると繰

り返しており､｢英国の資本主義が世界をして一つ

の世界たらしめた｣ことから国家を捉えようとし､

｢世界｣を諸国家の ｢-即多多即-的な矛盾的自

己同一の場所｣として位置づけている 〔8:

519-520〕｡したがって､やはりこれも国家論とは

言い難い(84)｡国家が西田において中心的なテーマ

となるのは､逆説的だが､かかる三項関係によっ

て く日本的なるもの)を論じたときである｡

く日本的なるもの〉をめぐって

西田幾多郎の国家論あるいは戦争との関わり方を

示すものとしてしばしば言及されるのが､『日本文

化の問題』(岩波書店､1940年)である｡これは､

京都帝国大学で行われた公開講座 ｢月曜講義｣で

の同名の講義(1938年4月25日､5月2日､5月

9日の計 3回)を敷宿したものである｡｢月曜講義｣

は､当時の学生課長天野貞祐によると､高等教育

の機 会 の拡大 を掲 げた いわ ゆ るuniversity

extensionの理念を踏まえたもので､具体的には

天野が留学先で目にしたハイデルベルクでの大学

と市民との ｢密接｣な関係に倣ったものであり､

｢日本文化講義｣が この公開講座にあてられ

た(85)｡ところでこの西田の講義は､学生はもちろ

ん｢女学生職業婦人､けさ衣の坊さん｣､さらには

滝川事件で法学部を去った佐々木惣一(86)や瀦川

幸辰などの姿も見られ､｢老若男女千人を越える満

場立錐の余地なき盛会｣であったと言われる(87)0

講義を収めた 『日本文化の問題』(京都帝国大学､

1938年)にはところどころに ｢(笑声)｣などと記

されており､様々な聴講者に向けて平易に語られ

たものとも言えるが､他方で当時の情勢に対する

辛殊な批判であるとも考えられる(88)0

西田にとって､｢日本文化｣の ｢問題｣とは､制

度の ｢問題｣である｡｢日本文化の如何なるものか

を明にするには､我々は我国の歴史を顧みて制度

文物について研究するの外はない｣〔12:281〕｡西

田が ｢文化｣を制度的なものとして理解している

のは､先に触れた論文 ｢弁証的一般者としての世

界｣にも表われている｡｢文化の世界といふのは個

物的限定が独立の意義を有った人格の世界でなけ

ればならない｣〔7:415〕｡個が理性的･制度的存

在として成立するのが ｢文化の世界｣である｡と

ころで､人間が単なる動物と異なるというのは｢理

性的でなければならない｣という規範の存在を意

味するが､この規範とは｢絶対者｣の命令であり､

｢唯我々は自己自身を否定して現実の世界の底に

絶対者の声を聞くことによってのみ生きるのであ

る｡我々から絶対者に到る途はない｡神は絶対に

隠された神である｣〔7:427〕｡西田における｢文

化｣の ｢問題｣とは､制度の ｢問題｣なのだが､

それは規範の命令者たる ｢絶対者｣という｢問題｣

にも連なっている｡しかも､重要なのは､｢絶対者｣

とは ｢絶対に隠された｣無であるということだ｡

この論理を前提として把握しなければ､『日本文化

の問題』を理解することはできない｡

したがって､『日本文化の問題』は ｢日本文化｣

というよりも｢日本｣という ｢種｣の問題である｡

｢種｣とは何か｡｢種とは我々の行動のパラデーグ

マである｣〔12:310〕｡とはいえ､人間は自由でも

ある｡さもなければ､｢歴史的創造者｣としての｢人

格｣の地位が否定されることになる｡

個物は種を否定するものでなければならな

い｡個物は自由でなければならない｡併し又

種を離れて個物はない､種を否定することは

個物自身の死である｡故に種は個物の種､個

物は種の個物として矛盾的自己同一として種

的生命と云ふものがあるのである｡ 多と-と

の矛盾的自己同一として､作られたものから

作るものへと､形が形自身を限定すると云ふ

ことができる｡種とは自己自身を形成する形

である｡ そこに作ることが作られることであ

り､生れることが死することである｡ 〔12:
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311〕

すでに明らかなように､西田における ｢人格｣

は第三項に媒介された個と個との関係性において

成立する概念であり､また ｢自由｣であることは

｢人格｣そのものが置かれている状態である｡こ

こで問題となるのは､｢媒介者｣たる第三項である｡

国家論以前においては､｢世界｣がその位置にある｡

その場合､敢えて言えば､｢自由｣という状態は､

自然権としての自由権と区別するのが難しい｡し

かし､西田の ｢人格｣概念は自然権思想を否定し

ている｡それゆえ､｢種｣の問題が浮かび上がらざ

るを得ないのである｡それに伴い前国家論におい

て法との ｢作られたものから作るものへ｣という

円環構造を為していた ｢人格｣概念は､｢種｣に対

するアンビヴァレンツ (｢矛盾的自己同一｣)とい

う関係性において捉え直され､｢自己自身を形成す

る形｣としての ｢種｣の中に位置づけられる｡そ

の意味において 『日本文化の問題』は国家論であ

る｡

こうした ｢種｣の ｢同一｣性を維持する ｢技術｣

が政治である｡ ｢時間的｡空間的な歴史的世界に於

て､社会が歴史的主体として､主体的に自己自身

を維持するには､技術的でなければならない｡技

術は社会的と云ったが､社会が全体約-として自

己自身を維持する技術が政治と云ふものであろ

う｣〔12:329〕｡ここで注意を要するのは､西田の

関心は ｢種｣､社会､国家そのものの ｢維持｣より

も ｢人間形成｣にあるということである｡それゆ

え､政治はマキャヴェリ流の国家理性論ではなく

｢道徳的｣なものでなければならない｡｢政治は単

に道徳ではない｡併しそれは唯社会の自己生産作

用と云ふのではなく､歴史的種として人間形成の

目的を有するものとして､政治は何処までも道徳

的でなければならない｡然らざればそれは党派的

な権謀術数たるに過ぎない｡単なる道徳的標語は

政治ではなく､単なる力や策略は闘争の外､何物

でもない｣〔12:330〕｡西田がその主権論において

マイネッケの国家理性批判に多 くを負うことに

なったのは､こうした関心のためである｡ すなわ

ち､政治とは同一性維持のための技術だが､歴史

的存在としての人間あるいは人格を ｢形成｣する

ための同一性維持の技術であり､それは明らかに

経済的合理性を審級とする政治とは異なる｡そし

て､文化とはかかる ｢人間形成｣としての政治の

所産である｡

絶対矛盾的自己同一的世界の種として､自

己自身を形成する種的形成､即ち人間形成が､

文化と云ふものである｡而して人間形成と云

ふことは歴史的世界の自己形成と云ふことで

あり､創造と云ふことでなければならない｡

〔12:331〕

西田において ｢創造｣とは ｢人間形成｣であり､

文化の主たる役割もまたかかる意味での ｢創造｣

であり､それは制度的 ｡理性的存在の再生産であ

る｡ 明治憲法体制を支えるイデオロギーもまた､

この人間の再生産の中に位置づけ直されなければ

ならない｡そのことは､イデオロギー教育を重視

することを意味しない｡というのも､｢単なる道徳

的標語｣は政治ではないからだ｡では ｢道徳｣と

は何か｡西田は ｢皇道｣という語を取 り上げ､そ

の ｢概念的内容｣を明らかにすることで､その問

いに答えている｡

何千年来皇室を中心として生々発展し来っ

た我国文化の跡を顧みるに､それは全体的-

と個物的多との矛盾的自己同一として､作ら

れたものから作るものへ何処までも作ると云

ふにあったのではなからうか｡全体約-とし

て歴史に於て主体的なるものは色々に変っ

た｡古代に於て既に蘇我氏の如きものがあり､

それより藤原氏があり､明治維新に至るまで

も､鎌倉幕府を始として足利徳川と変った｡

併 し皇室は此等の主体的なるものを超越 し

て､主体約-と個物的多との矛盾的自己同一

として自己自身を限定する世界の位置にあっ
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たと思ふ｡(中略)我国の歴史に於ては､如何

なる時代に於ても､社会の背後に皇室があっ

た｡源平の戦は氏族と氏族との主体的闘争で

あらう｡ 併し頼朝は以仁王の令旨によって立

った｡最も皇室式微と考へられるのは足利末

期であらう｡ 併し毛利元就が陶暗賢を討つに

当って勅旨を乞うた｡我国の歴史に於て皇室

は何処までも無の有であった､矛盾的自己同

一であった｡それが紹述せられて明治に於て

欽定憲法となって現れたのであらう｡故に我

国に於ては復古と云ふことは､いつも維新と

云ふことであった｡〔12:335-336〕

ここにおいて ｢主体約-と個物的多との矛盾的

自己同一として自己自身を限定する世界｣すなわ

ち ｢媒介者｣は､｢皇室｣となる｡それは明治憲法

体制を､西田が自らの国家論として表現したもの

だと言える｡ とりわけ､｢主体的なるもの｣/｢世

界｣としての ｢皇室｣という図式によって捉えら

れた歴史は､明治憲法を支える正統性に関する

フィクション｢ウシハク｣/｢シラス｣という私/

公に関する言説に相当すると言える｡ つまり､こ

こでの ｢主体｣とは私的なものであり､｢世界｣あ

るいは ｢皇室｣とは公的なものである｡ それは､

すべての人を ｢公の人｣とする西田の議論と矛盾

をきたす問題のある図式とも思われるが､そうで

はなく､｢皇室｣は権力と制度の保証人である｡｢皇
室｣そのものが公的なものというよりも､｢主体｣

を公的なものとして保証するのが ｢皇室｣の機能

である｡ それゆえ､｢皇室｣は ｢無の有｣であり､

｢矛盾的自己同一｣なのである｡それは諸主体が

存立する ｢場所｣であり､それ自体は ｢無｣であ

る｡｢世界｣が ｢皇室｣となったのはそのような意

味においてである｡｢我国の歴史に於ては､主体的

なるものは､万世不易の皇室を時間的 ･空間的な

る場所として､之に包まれた｡皇室は時間的に世

界であった｣〔12:338〕｡この論理は現実の国家を

批判するための道具である.日本を一つの｢主体｣

として他国を客体化すること､西田においてそれ

は侵略を意味し､これを ｢皇道｣の ｢覇道化｣｢帝

国主義化｣として西田は批判する｡王道/覇道と

いう古典的図式によって天皇の正統性を論じるの

は､西田より一世代上の哲学者井上哲次郎らにも

見られる典型的な国体論の論理(89)なのだが､西田

は論敵の語桑を利用することで信仰のレヴェルで

国体論者と対決することを避け､語桑の解釈のレ

ヴェルに闘争を移し論争が可能な条件を整備して

いるのである｡

同じことは ｢日本精神｣なる言葉についても言

える｡

日本精神の真髄は､物に於て､事に於て-

となると云ふことでなければならない｡元来

そこには我も人もなかった所に於て-となる

と云ふことである｡それが矛盾的自己同一と

して皇室中心と云ふことであらう｡物はすべ

て公の物であり､事はすべて公の事である､

世界としての皇室の物であり事である (物は

歴史的創造世界の物であり､事は歴史的創造

世界の事である)｡和と云ふことすら､尚対立

するものの結合といふ意義を脱することはで

きない｡私には､日本文化と云ふのは､か ゝ

る立場から世界を見る所に､その特色を有す

るのではないと思われる｡ それは理よりも事

と云ふことでもある｡ 理と事とは矛盾的自己

同一的でなければならない.事を離れた理は

空理であり､理を離れたことは単なる偶然た

るに過ぎない.日本文化の重心は理事一致よ

りも事理一致に､むしろ事事無碍にあると思

ふ｡〔12:346〕

｢日本精神｣が ｢皇室中心｣を掲げるならば､

西田はこの ｢皇室｣を ｢無｣として捉えることで､

｢公｣となるのは ｢物｣であり ｢事｣であって､

｢皇室｣そのものは ｢公｣なる ｢主体｣ではなく､

諸主体が公的であるということを保証する機能と

なる｡ そのことは ｢理｣なるものは ｢皇室｣に備

- 4 3 -



京都大学大学文書館研究紀要 第 3号 2005年

わるのではなく､｢事｣に一致するという帰結をも

たらす｡これを西田は ｢事事無碍｣という華厳思

想のフォーミュラ､さらには日本における仏教受

容史によって説明する｡すなわち､本来は ｢理知

的｣であった諸宗派が日本に受容されるや ｢実践

化｣された､と西田は言う｡ したがって､｢物｣｢事｣

｢実践化｣は単なる ｢日本文化｣論ではなく､国

体論に対する批判としての国家論である｡西洋近

代文化の受容が ｢理｣ないし ｢公｣なるものに関

する言説を賦活したとき､それらは理/非理､公/

私を峻別する権限の独占を通して天皇ないし公権

力が体現するものとなる｡国体論はそれを ｢皇室

中心｣や ｢日本精神｣なるイデオロギーによって

正当化するのだが､これに対して西田が採った戦

略は､仏教という歴史に依拠して ｢理｣ではなく

｢物｣｢事｣｢実践化｣という言葉によって別の正

統性を編成することであった(90)｡それらは､被造

物にして創造者たる人格を表現するものである

(すでに見たように､｢すべて公の｣と｢歴史的創

造｣という言葉はいずれも人格概念に連なる)0

こうした ｢日本文化｣論は､国家論として二つ

の問題領域を射程としている｡ 一つは国体を法の

下に置き､かつ人格としての個の諸権利を保障す

ることである｡

私は日本精神を唯情意的として非論理的と

考へ､神秘的と考へる如きは､却って真の日

本精神に遠ざかるものではないかと思ふ｡思

ふに矛盾的自己同一的な我国の国体には､自

ら法の概念をも含まれてゐなければならな

い｡皇室を個物的多と全体約-との矛盾的自

己同一として作られたものから作るものへと

云ふことは､何処までも個物の独自性が認め

られることでなければならない｡そこに各自

独立的なるものの自己同一として､目的の王

国といふ一面も具せられなければならない､

実践理性的なものも含まれなければならな

い｡作られたものから作るものへとして我々

が歴史的身体であり､物に於て自己を有つと

いふことから､何処までも法律的でもなけれ

ばならない｡〔12:350-351〕

言うまでもないが､これは国体論批判であり､

明治憲法にそれとは異なるイデオロギーを付与し

ようという試みである｡ あるいは､さらに踏み込

んで人格を ｢作るもの｣として､すなわち立法者

として再構成しようという試みである｡もう一つ

の射程は､月曜講義 ｢日本文化の問題｣で明確に

述べられている｡それは法の受容の問題である｡

例へば日本精神と西洋の法律の衝突も-

是迄は余り問題にはならなかったが- 政治

上から来たかしれないが､今日現実の問題と

なって居る｡日本が､法治国の形をとらねば

問題はないが､法治国と云ふ形をとった時､

是迄の日本精神と西洋に発達した法とが矛盾

するのも尤もである｡(中略)そこで私は歴史

の背景に帰り､西洋の法を理解し､又日本の

国家の発達を理解せねばならぬと思ふ｡そし

て日本特殊の法を持つには､新しい法を理解

し､又日本の国家の発達を理解せねばならぬ

と思ふ｡そして日本特殊の法を持つには､新

しい法の概念を持たねばならないのではなか

らうか｡西洋にははっきりした法の考へが有

るが､それもローマ法を背景にして出来たも

ので､それが普遍的であるかどうか我々はも

つと深い法の概念を考へ両方を結びつけねば

ならぬのではないか｡〔14:400-401〕

冒頭の一節から､西田が ｢日本｣なるものを主

題化した契機の一つに天皇機関説事件があったこ

とが窺われるが､西洋法あるいはローマ法の受容

という問題が単に事件に関連して浮かび上がった

テーマでもないのは明らかだ｡そもそも､西田の

哲学との関わりが西洋の哲学に対する ｢東洋｣の

｢宗教｣の論理化であったこと､また上に見たよ

うに､その ｢東洋｣の ｢宗教｣も日本に受容され

るや ｢実践化｣されたという文化の受容と変容 と
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いう視点から捉えられていることを踏まえるな

ら､そして何より西田の国体論 ･家族国家論批判

が西洋法継受から生まれたショーヴィこズムに対

する批判であったことを想起するならば､法の受

容をめぐる問題､あるいは ｢日本特殊の法｣なる

ものは西田にとって重要な問題だったと考えられ

る｡ だからこそ､西田は明治憲法を基礎づけ直そ

うと試みたのである｡

西田は､主体化の理論としての人格概念をもと

に ｢種｣の問題､国家論に着手するのだが､そこ

で問題となるのは個人と媒介者 ｡絶対者の関係で

ある｡論文｢歴史的世界に於ての個物の立場｣(1938

年)は規範の根拠について､次のように言う｡

多と-との絶対矛盾の自己同一の世界に於

ての個物が人格的と考へられるのである｡そ

れは絶対矛盾の自己同一が自己の中に自己を

映す世界の個物として､いつも絶対矛盾の自

己同一に対するもの､即ち神に対するもので

なければならない｡我々は自己成立の根格に

於ていつも神に対して居るのである､云はば

向はんと欲すれば背く絶対に触れて居るので

ある｡ 此処に無限なる当為の根拠があるので

ある｡ 我々は矛盾の生命の根格に於て絶対の

命令に接して居るのである｡ そこに我々が道

徳的ならざるべからざる所以のものがあるの

である｡(中略)併し我々が何処までも個人的

自由の立場に立つことは神に背 くことであ

り､却って自己自身を失うことである｡ 我々

は身体的として､自己成立の根櫓に於て自己

矛盾なる所に､自己の生命を有つのである｡

我々は此世界の外から抽象的に神の声を聞く

のでなく､作られたものから作るものへとい

ふ行為的直観の底からでなければならない｡

すべてが経験の地盤からでなければならな

い｡〔9:14ト142〕

西田は規範の根拠を規範という ｢命令｣の ｢絶

対｣性､つまりもはやそれ以上の根拠を求めるこ

とのできなo ｢生命の根抵｣という ｢人格｣を可

能にするフィクションに求める｡権力の正統性に

関するフィクションではなく ｢人格｣成立に関す

るフィクションによって規範の根拠を説明する論

理は､これ以前の論文にも提示されており､それ

自体すでに明治憲法体制への鋭い批判を惹起しう

るものではあるものの､国家論としての体を為し

てはいなかった｡この論文が国家論であるのは､

この主体化の理論に国家が組み込まれているから

である｡

我々は絶対矛盾の自己同一の世界の個物と

して歴史的種的形成的即ち社会的形成的でな

ければならない｡我々は国家を通すことによ

って具体的人格となる｡ 而してそれは同時に

社会が世界となると云ふことでなければなら

ない｡特殊にして一般なるものが国家である｡

そこに国家が宗教的に権威的なると共に科学

的に実在的ならざるべからざる所以のものが

あるのである｡民族が自己自身に世界を宿す

ことによって真の国家となり､個人は種的形

成的に世界を映すことによって具体的人格と

なるのである｡ か るゝ意味に於て国家が具体

的理性であるのである｡ 〔9:143〕

国家は個人の ｢具体的人格｣を保障する役割を

果たすべきものである｡ しかもこの国家の役割は

｢世界を映す｣ものでなければならないため､お

のずと限定されることになる｡ この限定をもたら

すことができるのが ｢世界｣であり｢神｣であり､

それらを把握する方法として ｢科学｣と ｢宗教｣

が不可欠となる｡そのため国家の ｢具体的理性｣

は経済的なものを合理性の審級とする国家理性と

は異なるのである｡ 西田の関心は法と道徳の一元

化にあるのであり､国家に宗教的準拠を取り戻す

ことにある｡ その意味では､とりわけ ｢宗教｣が

重要である｡ それは､西田の目的が権力の行動を

合理化することではなく､法によって諸個人を主

体化すること､そのための｢一般なるもの｣､つま
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り範を国家に求めることにあったためである｡ 法

的 ･道徳的なるものは理性であり､国家はかかる

意味において ｢具体的理性｣でなければならない｡

そしてこの理性を定礎するのが ｢宗教｣である｡

｢宗教｣とは造物主信仰ではない｡個人は自由を

享受する創造者であり立法者である以上､｢神に背

く｣｡すなわち､｢我々の生命の根栃に於て深く生

命の自己矛盾を自覚することによって自己自身の

真源に徹し､絶対に自己自身を否定して動いて動

かざるものの立場に入る所に､宗教といふものが

あるのである｣〔9:145〕｡言い換えれば､個人は

立法者としての権利を持つ ｢人格｣であるために

｢神に背く｣､しかし｢人格｣であるということは

道徳的であることを意味し｢神の声を聞く｣､国家
●●

とはこうした矛盾した ｢人格｣を保障するもので
●●

あり､この矛盾の自覚が ｢宗教｣であり､ゆえに

国家は宗教的たらざるを得ないのである｡
●●

この矛盾は何に由来するのか｡論文 ｢絶対矛盾

的自己同一｣(1939年)において西田は､社会人類

学者マリノフスキーに依拠し､エディプス ｡コン

プレックスを例に挙げて ｢矛盾的自己同一｣につ

いて論じている｡

エディプス複合の如きものが､既に人間の

家族といふものが社会的であって動物のそれ

と異なることを示すものであらう｡ 本能とい

ふものは､有機的構造に基いた､或種に通じ

ての行動の型である｡ 動物の共同作業といふ

ものも､本能の内的応化によって支配せられ

て居るのである｡それは人間の社会的構造と

は異なったものである｡人間の社会的構造に

は､それが如何に原始的なものであっても､

個人 といふものが入ってゐなければならな

い｡何処までも集団的ではあるが､個人が非

集団的にも働 くと云ふことが含まれてゐなけ

ればならない｡故に動物の本能的集団といふ

ものは与へられたものたるに反し､人間の社

会といふのは作られて作り行 くものでなけれ

ばならない｡(中略)原始社会構造に於て近親

相姦禁止といふものが強き意義を有するやう

に､社会は本能の抑圧を以て始まると考へら

れる｡夫婦親子兄弟の関係がすべて本能的で

なく､一々制度的に束縛せられる所に､社会

といふものがあるのである｡ か るゝ社会の成

立根拠は何処にあるか｡既に云った如く､そ

れは作られたものから作るものへ､即ち主体

と環境との矛盾的自己同一にあるのでなけれ

ばならない｡〔9:182-183〕

人間と動物との違いは ｢主体｣性､すなわち制

度性と個であることに求められ､エディプス ･コ

ンプレックスがそれらを象徴するものとして言及

されている｡周知のように､フロイト以来､エディ

プス ｡コンプレックスは制度 (禁止)と宗教の根

源としてしばしば言及されてきたが､西田の国家

論もまた主体化の理論の帰結として人間性におけ

るアンビヴァレンツを前提とする｡ これを西田は

｢矛盾的自己同一｣と呼ぶo

矛盾的自己同一として自己自身を形成する

世界は､一面には環境から主体へといふこと

でなければならない｡それを生物的生命的と

云ったが､人間に至ってもそれを脱すると云

ふのではない.而して矛盾的自己同一として

の人間の世界に至っては､それは単に本能的

でなく､表現的形成的でなければならない｡

〔9:183-184〕
●●

要するに､矛盾は人間が動物とは異なり､｢本能

の抑圧｣という禁止 (制度)によって得られる｢話

す身体｣であることに起因する｡人間界において

は､物は ｢表現的形成的｣に捉え直さなければな

らないのであり､だからこそ人間は ｢人格｣でな

ければならず､国家や宗教を必要とする｡ そこに

は自然状態が存在する余地などなく､人間にとっ

て ｢世界｣とは制度的なものであり､物と人間と

の関係もつねに制度によって把握される｡その関

係性を承認することで､｢世界｣を真正なものとし
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て保証するのが ｢主権｣である｡

我々が財産を有つと云ふことは､単に個人

の働きによって爾云ひ得るのではなく､客観

的世界によって承認せられなければならな

い､世界に於て或個人の物として表現せられ

ねばならない､主権から認められなければな

らない｡多と-との矛盾的自己同一として表

現的に自己自身を形成する世界は､法律的で

なければならない｡〔9:184〕

したがって､｢矛盾的自己同一｣とは三項関係の

論理である｡国家における ｢主権｣とは制度の保

証人たる第三項 ･媒介者 ･絶対者である｡ ｢人格｣

もまたこの媒介者なくして存立し得ない｡

人間の社会は動物のそれと異なって最初よ

り個人といふものがあり､多と-との矛盾的

自己同一に於て､全体約-に対する個物的多

として人格的自己といふものが成立するので

ある｡ 矛盾的自己同一的世界に於て､個物的

多として何処までも自己矛盾的に一に対する

と云ふことは､逆に自己矛盾的に一に結合す

ることである｡故に我々は神に対することに

よって人格であり､而して又神を媒介とする

ことによって私は汝に対し､人格は人格に対

すると云ふことでもある｡ 〔9:210-211〕

ところで､注意しなければならないのは､｢矛盾

的自己同一｣における ｢人格｣は､主権や神と合

一することはできない､言い換えれば､誰もその

位置(あるいは､まさに西田的な意味での｢場所｣)

を占めることはできないということだ｡もし誰か

が占めることができるものならば､媒介者は個に

過ぎず､超越的な絶対者ではなく､媒介者たり得

ない｡そうすると､法も人格も根拠を失うことに

なるだろう｡ では､超越性はどのように表現され

るのか｡キリスト教あるいは西洋の制度的論理な

らば､例えば ｢キリストの代理｣としての教皇の

ように､｢代理｣の概念等によって媒介者･絶対者

の超越性を表現することができるのだが､｢矛盾的

自己同一｣においては媒介者はその超越性にため

に無である｡

絶対矛盾的自己同一の世界に於ては､自己

同一は何処までも此世界を越えたものでなけ

ればならない｡それは絶対に超越的でなけれ

ばならない｡人間より神に行 く途はない｡個

物的多と全体約-とは､此世界に於て何処ま

でもーとならないものでなければならない｡

〔9:214〕
●●

しかし､矛盾が意味するのは､無が有でもある

ということである｡では媒介者は如何にして顕現

するのか｡個人が ｢人格｣であるということは､

｢我々が創造的世界の創造的要素として､超越的

-者の機関となると云ふことでなければならな

い｣ ということを意味する 〔9:219〕｡立法者と

しての ｢人格｣が意味するのは､それが媒介者 ｡

絶対者の ｢機関｣となることである｡天皇ですら

なく､すべての ｢人格｣が機関となる｡ これが国

家論としての ｢矛盾的自己同一｣の帰結であるo

そしてこの帰結を導くのが ｢宗教｣である｡

個人は媒介者 ｡絶対者 ｡全体とはなりえない｡

そのことは全能性の否定､禁止､法の存在を意味

する｡だからこそ､個人は｢人格｣となるのだが､

西田においてこの個人は地縁 ｡血縁といった紐帯

を欠いた近代的個人である｡この孤立した個人を

媒介して ｢人格｣としての個人たらしめるのが媒

介者なのだが､この個人は自由にして創造者 ｡立

法者であることを課されているため媒介者に対時

する｡他方で､個人が ｢人格｣である限り､個人

は媒介者によって真理としてのステイタスが保証

された制度によって拘束され､個であるというこ

とを否定される｡ したがって､個人と媒介者 ･絶

対者とは対立する｡ にもかかわらず､この対立関

係が解消されることなく､｢矛盾的自己同一｣とし

て ｢人格｣を形成するとされたのは､西田が仏教

に依拠しつつ､このような矛盾を人間の宗教的関

係 (｢逆対応｣)を表現するものと考えたからであ
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る(91)｡西田において宗教が国家を定礎するという

ことは､このように特殊な意味においてであり､

国体論とは全 く異なる｡むしろ､国体論が天皇の

全能性に関する言説や民族的 (家族的 ･血縁的)

単一J性に関する言説を歴胎していたことを踏まえ

るならば､国体論批判となりうるだろう (すべて

の ｢人格｣が ｢機関｣であるならば､西田の立場

は天皇機関説よりも根本的な国体論批判である)0

というのも､｢矛盾的自己同一｣は､無としての絶

対者､制度としての国家､自由な立法者としての

諸個人などといったカテゴリーを形成するから

だ｡

西田の国家論が国体論批判であることは明らか

である｡ しかし､それが (日本的なるもの)の周

囲に展開されるとき､問題が生じる｡ ｢皇室｣の問

題である｡ それを無の媒介者として､主権者ある

いは決断者ならぬ ｢場所｣として､保証する機能

として位置づけることができるなら､西田の主権

論は国体論批判 として理解されなければならな

い｡しかし､｢誰が決定するか｣という､一般に主

権論に付きまとってきた問いを視野に入れるな

ら､西田における ｢皇室｣は無ではありえない｡

無論､西田の論理を忠実に辿るなら､決定する者

とは個であって (『日本文化の問題』を踏まえて言

えば､幕府あるいは将軍がそれに相当する)､媒介

者 ･絶対者ではないと導き出すこともできるのだ

が､現実に存在するものを無と呼ぶパラドクスの

ためにこれまでそのようには理解されず､国体論

批判という射程は捨象され､｢絶対矛盾的自己同

一｣の国家論としての意義は看過されてきた(92)0

しかし､｢皇室｣を神でも人間でもなく､｢場所｣

や保証する機能として捉え､諸個人､すなわち立

法者としての ｢人格｣を公的なもの･｢機関｣とし

て位置づける ｢絶対矛盾的自己同一｣の論理に注

目するならば､むしろ ｢絶対矛盾的自己同一｣と

いう概念は国家論あるいは制度論においてこそ､

概念としての可能性を持つと思われる｡ 西田の国

家論における ｢皇室｣の問題は､彼の国家論が国

体論批判であり､国体論のような明治憲法体制の

正統性に関する言説とは異なる言説による基礎づ

け直しであり､明治憲法体制を定礎するフィク

ションの練り直しであるために生じた｡つまり､

西田の国家論は紛れもなく国家 ｢理由｣の ｢問題｣

であり､国家を定礎するフィクションの秘める問

題を暴 くに留まらず､それに代えて､西田が ｢宗

教｣と呼ぶ｢絶対矛盾的自己同一｣なるフィクショ

ンを提示したために､とりわけ具体的に く日本的

なるもの)としてのフィクションを提示したため

に､政治的な問題が生じたのである｡ しかし､そ

の政治性は､法とそれを保証する機能としての媒

介者抜きに人格も国家も存立し得ないと示すこと

を目的にしていることに留意すべきであろう｡ む

しろ､｢皇室｣が無の媒介者か否かは､西田個人の

政治的問題というよりも､制度的には現代の問題

でもある｡

冒頭に紹介した書簡における主権概念 ｢法に

よって束縛せられ即ち法から自由な権力｣は､論

文 ｢国家理由の問題｣では ｢法から束縛せられな

い権力｣と改められた｡前者は西田幾多郎の ｢矛

盾的自己同一｣という考え方と関連すると考えら

れるのだが､のみならず､主権的-至高ゆえの自

律としての国家の自己拘束(93)をも想起させる｡ し

かし､これを西田が､理由はともかく､改めたこ

とによって ｢矛盾的自己同一｣の国家論としての

意味は明瞭になる｡ 西田は論文ではボダンの主権

概念に忠実に ｢神意を意味するものでなければな

らない｣とまで言うのだが､そのことは西田の主

権とボダンのそれとが同一であることを決して意

味しない｡ボダンにおいて主権者は立法者であっ

たのに対し､西田において主権者は媒介者であり､

立法者は｢人格｣､つまり諸個人である｡そのため､

法に束縛され且つ自由なのは､主権ではなく､む

しろ個人 ･人格であるべきであろう｡ 西田の主権
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論は､あらゆる個を等しく｢人格｣とすることで､

諸権利､ とりわけ自由権 と立法者 としての権利を

承認する論理である｡それはボダン流の主権論を

転倒させたものである｡しかし､主権があらゆる

中間権力を否定 し､諸身分の平準化を可能にする

概念であるならば､西田の主権論はそうした主権

概念の効果を徹底させたものである｡それに加え､

制度は媒介者によって保証されなければならない

という西田の制度観あるいは宗教的な国家観は､

王権神授説がそうであるように､公的なものが何

者かによって決定され保証されなければならない

という正統性の論理を踏襲 していると言える｡し

かし､西田はそれを｢絶対無｣､すなわち超越的な

媒介者 ･絶対者は規範 として諸個人に内在しなけ

ればならないが､その超越性ゆえに諸個人はこれ

と一になることはできないという論理によって､

媒介者 ･絶対者を限りなく遠ざけ､全能性の否定

という法の領域 を最大限に確保す るのみな ら

ず(94)､同J性という近代国家 ･国民国家のフィク

ションを相対化 し､個の多様性の承認に向けて主

権概念を開いたと言えるだろう｡

[註]

(1) フアリアス『ハイデガーとナチズム』(1987年)

以後､｢ハイデガー問題｣と西田幾多郎における政

治的なものとは全く次元の異なるものであって､

比較不可能であることは､しばしば指摘されてお

り､本稿もそうした見解を支持するが､そのことは

西田の非政治性を主張することを意味しない｡む

しろ､後述するように､西田は政治的なものを真聾

に思考した重要な哲学者の一人である｡もちろん､

その思考は体系的なものではなく､また田辺元に

よる批判などを契機に徐々に形成されていったの

だが､そのことは必ずしも西田の政治に関する言

説が非本来的なものであったことを意味しない｡

(2) ｢京都学派｣という言葉を最初に使用したのは

戸坂潤だとされているが､周知のように､誰が｢京

都学派｣であるのかについて見解が分かれており､
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しかも政治的に ｢右も左も含んだこのような人間

集団の概念化自体にはたしてどれほどの意味があ

るであろうか｣(竹田篤司 ｢下村寅太郎- 『精神

史』への軌跡｣藤田正勝編 『京都学派の哲学』昭和

堂､2001年､234ページ)とさえ言われる｡したがっ

て､｢京都学派｣の政治的な位置づげは､｢京都学派｣

の定義次第ということになり､様々な位置づけが

可能ということになる｡ちなみに､竹田｢下村寅太

郎- 『精神史』への軌跡｣では､｢西田･田辺の

両者を中心に､その学問約･人格的影響を直接に受

けとめた者たちが､(両者の死後をも含め)およそ

四分の三世紀の長きにわたり､相互に密接に形成

し合った知的ネットワークの総体｣と定義されて

いる(藤田正勝編『京都学派の哲学』､234-235ペー

ジ)0

(3) 西田や ｢京都学派｣の政治との関わりや国家論

を扱ったものは､｢戦前は右から戦後は左から頬を

打たれた｣とする有名な表現を象徴的に用いるも

のからヘーゲルの国家論と比較したものまで､枚

挙に暇がないが､本稿はそれらと関心を異にする｡

(4) 京都大学百年史編集委員会編 『京都大学百年

史』部局史編-､京都大学後援会､1997年､153-154

ページ､参照｡

(5) この書簡は､京都大学大学文書館に寄託されて

いる｢田中秀央関係資料｣に収められているもので

ある｡これは､管見の限り､2004年9月現在､『西

田幾多郎全集』等の刊行物で紹介されたことのな

い資料と思われるため､ここに原文のまま全文を

紹介する｡原文は縦書きである｡ちなみに､｢田中

秀央関係資料｣は､現在整理中のため､閲覧するこ

とはできないが､この書簡のレプリカが､京都大学

百周年時計台記念館 1階の歴史展示室で行われて

いる常設展示｢京都大学の歴史｣において展示され

ている｡

(6) 同論文の初出は､『岩波講座 倫理学 第八冊』

(岩波書店､1941年9月)で､西田の著書 『哲学

論文集第四』(岩波書店､1941年 11月)に再録さ

れた｡下村寅太郎によると､同論文は1941年4月

13日に起稿､6月13日に一応脱稿､その後､8月

27日に岩波書店に訂正原稿を送付し､書き上げら
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れたとされている (下村寅太郎 ｢後記｣『西田幾多

郎全集 第十巻』岩波書店､1988年､603-604ペー

ジ､参照)0

(7) JeanBodin,LexSixLivresdelaRe'publique,

livrepremier,Fayard,1986,p.179.

(8) フリードリッヒ･マイネッケ 『近代史における

国家理性の理念』菊盛英夫･生松敬三訳､みすず書

房､1976年､76-77ページ､参照｡

(9) 同前､77ページ｡

(10) この点につき､例えば､『国家論』中の主権に関

する箇所について異同を注釈として付し英語訳し

た､JeanBodin,OnSoverel'gnty:FourChaptey:s

from TheSixBooksofCommonwealth,edited

andtranslatedbyJulianH.Franklin,Cambrid-

geUniversityPress,1992､参照｡またボダンの

生涯および悪魔学者としての宗教思想という視点

から､フランス語版とラテン語版との異同を論じ

た､清末尊大『ジャン･ボダンと危機の時代のフラ

ンス』木鐸社､1990年､296ページ以下､参照｡

(ll) ｢ケ-ベル先生の追懐｣｡初出は､『思想』No.23､

1923(大正 12)年8月｡なお､西田幾多郎のテク

ストからの引用は､原則として『西田幾多郎全集』

第四版(岩波書店､1987-1989年)により､巻･ペー

ジについては､例えば｢第 13巻 176-177ページ｣

の場合､〔13:176-177〕と本文中に略記する｡

(12) 竹田篤司『物語｢京都学派｣』中央公論新社､2001

年､34136ページ､204-207ページ､215-218ペー

ジ､参照｡

(13) JeanBodin,LexSixLivresdelaRe'publique,

livrepremier,p.27.

(14) Ibid.,p.179.

(15) Ibid.,p.179-180.

(16) Ibid.,p.181.

(17) 長谷川正安 ｢アンシャンレジームと憲法 第一

章宗教戦争と絶対王制 (2)｣『法律時報』76巻 3

号 (2004年3月号)､88ページ｡

(18) JeanBodin,LexSixLivresdelaRe'publique,

livrepremier,p.186.

(19) Ibid.,p.187.

(20) Ibid.,p.191.

(21) Ibid.,p.192.

(22) Ibid.,p.193.

(23) Ibid.,p.195.

(24) 例えば､佐々木毅 『主権･抵抗権･寛容- ジャ

ン･ボダンの国家哲学- 過(岩波書店､1973年､

119ページ)は､｢契約｣に ｢正しい｣や ｢理性に

適った｣という形容詞を付すことによって､君主が

私人同様拘束される可能性を縮減しており､｢主権

の絶対性に対する侵害の排除｣であり､マイネッケ

流の反マキヤヴェリストとしてのボダン像に異議

を唱える｡これに対し､前掲『ジャン･ボダンと危

機の時代のフランス』(172-176ページ)は､公権

力を主権として､私的領域を神法･自然法の下での

法関係として､社会関係を公/私に分離し､それに

よって私的諸自由を保障したと評価している｡ ボ

ダン像を形成することがここでの関心ではないの

で立ち入らないが､敢えて言えば､ボダンがマキャ

ヴェリストであると断ずるのには抵抗を禁じえな

いものの､｢正しさ｣が神法｡自然法に準拠した規

範的価値を持つものである以上､単なる私的諸自

由の保障の問題とは言えまい｡むしろ｢契約｣に付

された形容詞は､ボダンが準拠する宗教思想､ある

いは彼が理想とする宗教的秩序を反映したものと

見るべきではないか｡

(25) 前掲 『ジャン･ボダンと危機の時代のフランス』

(185ページ)によると､むしろボダンは『歴史方

法論』(1566年)の時点では､『学説嚢纂』Ⅰ,3,

31や Ⅰ,4,1に基づき立法権を論じる教会法学

者たちに批判的であった｡にもかかわらず､彼が

『国家論』において､一転しそそれらを利用するこ

とになったのは､｢宗教戦争に対する危機意識｣か

らであって､ローマ法的な立法者としての君主と

いう理念によって国家の｢滅亡｣を回避しようとし

た､とされている｡

(26) 魔女裁判において多大な影響力を及ぼしたと

される『魔女論』(1580年)の著者としてのボダン

は､宗教的寛容を説 く『国家論』の態度と矛盾する

ようだが､実はそうではなく､旧約聖書への回帰､

ユダヤ-キリスト教的一神教の原点に立ち返って

宗教的秩序を再構築する立場にあり､こうした彼
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の特殊な宗教的立場も含めて主権論を理解する必

要があるだろう｡この点につき､上山安敏『魔女と

キリスト教- ヨーロッパ学再考- 』講談社学

術文庫､1998年､280-284ページ､参照.

(27).JeanBodin,LexSixI,ivyleSdelaRe'publique,

livrepremier,p.215.

(28) Ibid.,p.217.

(29) Ibid.,p.228.

(30) 前掲 『ジャン･ボダンと危機の時代のフランス』

169-170ページ､参照｡

(31) 川出良枝 ｢内戦の記憶- 『国家理性』論再考

- ｣日本政治学会編『年報政治学 2000 内戦をめ

ぐる政治学的考察』岩波書店､2001年､参照｡

(32) ミシェル･フーコー ｢全体的なものと個的なも

の- 政治的理性批判に向けて｣北山晴-訳､増田

一夫編 『ミシェル･フーコー思考集成Vll11979-81

政治/友愛』筑摩書房､2001年(MichelFoucault,

"≪Omnesetsingulatim≫:Versunecritiquede

laraisonpolitique",Ditsete'critsZV 1980

-1988,editionetabliesousladirectionde

DanielDefertetFraneoisEwaldaveclacollab-

oration de Jacques Lagranges, Gallimard,

1994)､参照｡

(33) オリヴィエーマルタン『フランス法制史概説』塙

浩訳､創文社､1986年､498-499ページ｡

(34) カール･シュミット ｢フリードリヒ･マイネッ

ケの 『国家理性の理念』に寄せて｣､カール･シュ

ミット『政治思想論集』服部平治｡宮本盛太郎編訳､

社会思想社､1974年､72ページ｡

(35) 同前､73ページ｡

(36) 同前､76ページ｡

(37) 同前､76ページ.

(38) カール･シュミット 『憲法論』阿部照哉 ･村上

義弘訳､みすず書房､1974年､69ページ｡

(39) 同前､70ページ｡

(40) エルンスト･H･カント一口ヴイチ 『王の二つ

の身体- 中世政治神学研究』小林公訳､平凡社､

1992年､第 4章､参照｡

(41) 着任までの ｢曲折｣について､前掲 『物語 ｢京

都学派｣』140-141ページ､参照｡

(42) ｢講座｣というのは 『岩波講座 倫理学 第八

冊』を指しており､同書簡によると､当初､西田は

この論文を『思想』に掲載する予定だったが､和辻

の求めに応じて『岩波講座 倫理学』への掲載を承

諾している｡なお､引用文中の漢字についても､原

則として当用漢字を使用する｡以下同様｡

(43) 田辺元の一連の ｢種の論理｣に関する研究に触

発されたためであるとか､当時の政治に｢倫理性｣

を取り戻させるためであるなどと､推測される｡こ

の点につき､荒井正雄『西田哲学読解- へ-ゲ)i/

解釈と国家論- 』晃洋書房､2001年､97ページ

以下､参照｡

(44) 前掲 『近代史における国家理性の理念』､76-77

ペー ジ｡

(45) 下村寅太郎によって､西田の同論文執筆の経

緯､タイトルの変更等の事情が記されている｡下村

寅太郎 ｢後記｣『西田幾多郎全集 第十二巻』岩波

書店､1988年､470-473ページ､参照｡

(46) 上田閑照 ｢西田幾多郎- 『あの戦争』と 『日

本文化の問題』｣『思想』No.857､1995年 11月､参

照 ｡

(47) ランケもまたマイネッケ『近代史における国家

理性の理念銅こ登場しており､カール｡シュミット

の言葉を借 りれば､ランケは同書に登場する人物

の中でマイネッケが ｢最も親近感を抱いている人

物である｣(前掲『政治思想論集』､64ページ)0 ｢法

と道徳｣という二元的図式がそうだが､西田のこの

論文にはマイネッケの観点が取 り入れられてい

る｡ランケもその一例ではないかと疑いたくなる

が､西田のランケに対する関心が高かったことは

疑問の余地がないようである｡その他､例えば､

ヘーゲル批判は論文｢国家理由の問題｣の主要な動

機づけの一つになっていると考えられるが､マイ

ネッケの同書もマキャヴェリと並んでヘーゲルを

重要な批判の対象としている｡ただし､西田はヘー

ゲルに多くを負っており､西田のヘーゲル批判は

必ずしも字義通 り受け取ることはできない｡この

点につき､藤田正勝｢西田幾多郎とヘーゲル｣上田

閑照編 『西田哲学一 没後 50年記念論文集』創文

社､1994年､参照｡
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また､言うまでもないが､西田がマイネッケに

多々依拠していることから､筆者は西田を政治的

にマイネッケと重ね合わせようとしているのでは

ない｡すなわち､マイネッケが同書において近代国

家の権力が畢む問題を看取し､あたかも後のナチ

スの問題を先取りしていたかのようであるなどと

評されるのに対し､同書を批判したカール ･シュ

ミットはやがてナチスに協力することになったの

だなどと断罪される図式､まるで同書が踏み絵か

リトマス試験紙のように扱われる言説の中に入っ

ていって､西田の｢無罪｣を勝ち取ろうなどという

つもりはない｡

(48) 言うまでもないが､西田の ｢パラデーグマ｣あ

るいはパラダイムは､科学史を中心に普及した､い

わゆるパラダイム論における｢パラダイム｣概念と

は異なる｡ここではこの概念を本文の通り､｢範｣

｢先例｣｢規範的なもの｣という意味で用いる｡詳

細には立ち入らないが､むしろ科学史における用

法が特殊なものであり､ギリシア語に由来するこ

の古い言葉の射程は哲学･言語論等､広範なもので

ある｡この概念に関する要を得た説明として､木庭

顕 『政治の成立』東京大学出版会､1997年､18-23

ページ､参照｡

(49) この点については､藤田正勝 ｢西田幾多郎 と

へ-ゲ)i,｣､前掲『西田哲学- 没後 50年記念論文

集』､参照｡

(50) 同前､172-173ページ､参照.

(51) 美濃部達吉の天皇機関説が貴族院本会議で菊

池武夫により｢国体に対する緩慢なる謀反｣として

弾劾されたのは1935年2月 18日だが､これに対

する西田の立場は書簡に窺われる｡例えば､｢とに

かく日本で西洋の法律学といふものをもつと根本

的 (哲学的)に研究する事が必要とおもふ｣(山本

長吉宛､1935年 3月20日付)､｢美濃部氏は実に気

の毒なり 将来公法などといふもの特に真の国史

といふ如きものは研究ができぬ事になりはせぬ

か｣(堀推孝宛､1935年3月21日付)とある｡『西

田幾多郎全集 第十八巻』岩波書店､1989年､

523-524ページ｡

(52) この点につき､上山安敏 『憲法社会史』日本評

論社､1977年､第 3章､および､宮本盛太郎 『天

皇機関説の周辺- 三つの天皇機関説と昭和史の

周辺』〔増補版〕有斐閣､1983年､第 1章､参照｡

(53) 穂積八束｢国家 卜宗教 トノ関係｣『穂積八束博士

論文集』〔増補改訂版〕有斐閣､1943年 (初出 『法

学新報』第 108号､1900(明治 33)年3月20日)､

参照｡

(54) 例えば､苅部直『光の領国 和辻哲郎』創文社､

1995年､第 2章､参照｡

(55) この点はしばしば ｢道徳主義｣として否定的に

評価される点でもある｡すでに見たように､その意

味では､むしろマイネッケが典型的な ｢道徳主義

者｣となるだろう｡しかし､西田はマイネッケと異

なり､国家と人倫の二元論の立場から国家に外か

ら限界を与えるのではなく､国家において超越的

ではあるが､同時に国家に内在する審級を中心に

据えた主権論を構想しており､決して｢道徳主義｣

というカテゴリーには収まらない｡この審級は法

的な裁定者ではなく､法の根拠となるため｢道徳主

義的｣に見えるが､実際には道徳の根源でもあり､

要するにあらゆる規範的なものの出所である｡

(56) KarlFriedrichHermannRoeslerは ｢ロエス

レル｣｢ロエスラー｣｢ロスレル｣などと表記される

こともあるが､ここでは ｢レスラー｣とする｡

(57) 作成年月日不明｡国学院大学日本文化研究所編

『近代日本法制史料集 第三- ロエスレル答議

三』国学院大学､1980年､278-286ページ､参照｡

(58) 同前､279ページ｡

(59) 同前､280ページ｡

(60) 同前､280ページ｡

(61) 言うまでもないが､主権と統治権とが同一のも

のだという意味ではない.それを同一のものとす

ると､当然､天皇主権説を採らざるを得なくなるよ

うに､統治権の解釈は天皇機関説と天皇主権説の

分水嶺の一つとなる｡しかし､他方で､本文に見る

ように､統治権の規定には主権概念の説明に用い

られるいくつかの要素が含まれており､主権 と統

治権 とを全 く切 り離して考えることも不可能であ

るのも事実である｡

(62) 伊藤博文『憲法義解』宮沢俊義校註､岩波文庫､
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1940年､27ページ｡ちなみに､第 4条の後段が法

治国家の理念を表現 しているのは明らかなのだ

が､この点につき『憲法義解』の註釈は必ずしもそ

れを正確に説明しているとは言えない｡すなわち､

｢憲法を親裁して以て君民供に守るの大典 とし｣

とあるように､行政権力のみならず臣民の法規範

として位置づけられており､その意味では法治国

家の理念とは異なる｡

(63) 同前､28ページ｡ちなみに､この英訳は､伊藤

博文の命により伊東巳代治が行ったものである｡

同前､18小185ページ､参照｡

(64) この点につき､例えば､佐々木惣一は統治権が

明治憲法独特の規定であり､概念であることを指

摘している｡すなわち､穂積八束以来､多くの憲法

学者によって｢統治権｣は､ ドイツ国法学に引きつ

けられ､"Staatsgewalt"として理解されてきたが､

｢統治｣は単なる｢権力的行為｣を指すのではなく､

｢非権力的行為｣(社会政策的行政や教育など)を

も含んだものであり､共同体を存立させるという

｢権力意思｣であり､明治憲法独自の概念である､

としている｡その際､佐々木が論拠としているの

が､ここでも検討する『憲法義解銅こおける第 1条

の註釈である.佐々木惣一｢国家の指導原理として

の統治｣宮沢俊義編『美濃部教授還暦記念 公法学

の諸問題 第二巻』有斐閣､1934年､および､佐々

木惣一『我が国憲法の独自性』岩波書店､1943年､

参照｡

(65) 前掲 『憲法義解』､24ページ｡

(66) 同前､22ページ｡

(67) 同前､23ページ｡

(68) ｢シラス｣の明治憲法上の射程､さらに本稿で

も扱う法の基礎づげとしての意味等につき､拙稿

｢正統性 と(理性)- 井上毅と法･行政の礎 (1)

(2)｣『日本文化環境論講座紀要』第 3号(2001年

3月)､第 4号 (2002年3月)を参照されたい｡

(69) ここでいう ｢シラス｣論､あるいは ｢シラス/

ウシハク｣論とは､｢言霊｣(井上毅博記編纂委員合

編 『井上毅博 史料篇第三』囲撃院大学圏書館､

1969年､642-646ページ)と､そのヴァリアント｢古

言｣(井上毅俸記編纂委員禽編『井上毅博 史料篇

第五』歯学院大学園書館､1975年､395-401ページ)

を指す｡

(70) 井上毅｢古言｣､前掲『井上毅博 史料篇第五』､

397ページ｡

(71) 前掲 『憲法義解』､28ページ｡

(72) 同前､29ページ｡

(73) 井上毅博記編纂委員骨編 『井上毅博 史料篇第

二』国学院大学圏書館､1968年､571ページ以下､

参照｡

(74) 高坂正顕 『西田幾多郎先生の生涯と思想』弘文

堂､1947年､192-196ページ､参照.言うまでもな

いが､こうした日本における哲学の一種の政治化

は､単にマルクス主義の影響力によって説明され

るべきものではなく､同時代のヨーロッパにおけ

る文化的な危機､あるいは人間性や政治をめぐる

従来の枠組みの動揺とも関連しており､そのため

こうした政治的言説は､マルクス主義の意義を問

うことに終始するものにはならず､むしろ近代的

な政治と人間との関係性の問題として捉えられ､

近代批判 (例えば ｢近代の超克｣)や世界的秩序の

再編 (｢世界史の哲学｣)へと展開することになる｡

(75) 上山春平 『日本の思想- 土着と欧化の系譜』

岩 波 書 店､1998年､109-112ページ､お よ び

128-131ページ､参照｡

(76) 論文 ｢私と汝｣を､精神分析学者ジャック･ラ

カンの｢鏡像段階｣に引きつけて読解したものとし

て､坂部恵 ｢西田哲学と他者の問題- 『私と汝』

をめぐって｣(前掲『西田哲学- 没後 50年記念論

文集』所収)､参照｡

(77) 前掲 『憲法義解』､27ページ｡

(78) 実践理性 としての ｢理性我｣につき､西田幾多

郎｢弁証法的一般者としての世界｣『西田幾多郎全

集 第七巻』岩波書店､1988年､406ページ､参照｡

(79) カント ｢世界市民的見地における普遍史の理

念｣福田喜一郎訳『カント全集 14』岩波書店､2000

年､10ページ｡

(80) 同前､11ページ｡

(81) ちなみに､下村寅太郎によると､｢論理と生命｣

(初出は､『思想』No.170-172､1936年7月～9月)

は､『哲学論文集第二』(1937年)に収められる際､
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田辺による批判を意識して変改された｡下村寅太

郎 ｢後記｣『西田幾多郎全集 第八巻』岩波書店､

1988年､参照｡

(82) ただし､この時点での｢自己自身を形成するも

の｣を ｢国家｣ではなく ｢世界｣と考えている｡

(83) 田辺元に対する反批判であろう｡

(84) 論文 ｢種の生成発展の問題｣は､まさに田辺の

批判に応じるようにして､西田が｢種｣の問題に(本

格的に)取り組み始めたものと言われるが､｢種｣･

国家が問題として意識されていたのは間違いない

にせよ､国家論ではない｡ただし､だからといって､

西田には(制度論)の観点が欠如しているという指

摘 (例えば､中村雄二郎 『西田幾多郎 Ⅰ』岩波現代

文庫､2001年､145ページ)は､短絡的であると思

われる｡欠如しているのは制度論の観点ではなく､

国家に関する具体的･分析的な視点である｡だから

こそ､少なくともこの時期までの西田は､田辺の執

粉な批判にもかかわらず自らの国家論を提示する

ことができなかったのであろう｡さらに､これに関

連して､西田が｢国体論｣的な自然的制度思考を共

有していたとする指摘(今井弘道｢三木清の危機意

識と自然的制度観の克服一 西田哲学と丸山政治

学の批判的考察のための-試論｣中村雄二郎･木村

敏監修 『講座生命vol.6』河合文化教育研究所､

2002年､181ページ)も妥当性を欠く｡西田が論敵

としていたのは､まさに｢国体論｣であり､また｢種｣

が生成し滅びることを肯定しており､｢万世一系｣

を信奉する立場と区別しなければならない｡ただ

し､西田は歴史的なものが制度的なものであると

いう立場にあり､この点が｢自然的｣と映ずるので

あろう｡しかし､西田の ｢人格｣概念が ｢立法者｣

を理想とするものであることから言えば､制度を

｢作為｣の結果と看倣さないはずがない｡

(85) 天野貞祐 ｢はしがき｣『京大学生課叢書第四編

日本文化の問題』京都帝国大学､1938年､参照｡

(86) 高坂正顕によると､佐々木は西田の第四高等学

校時代の ｢教へ子｣である (前掲 『西田幾多郎先生

の生涯と思想』､196ページ)｡西田が四高教授に着

任したのは1899(明治 32)年 7月で､佐々木が四

高を卒業したのは1899年 9月なので､この時の

｢教へ子｣だというのではなく､西田の四高講師時

代 (ドイツ語担当｡1896年4月～1897年 9月)の

｢教へ子｣だった可能性がある｡また､佐々木と西

田の間に｢学問的交わり｣があったとも言われてい

る(盛秀雄『佐々木惣一博士の憲法学- 帝国憲法

論から日本国憲法論へ- 』成文堂､1978年､127

ページ)0

(87) 『京都帝国大学新聞』昭和 13年 5月5日付｡

(88) 一例を挙げると､｢日本科学｣なる言葉がはやっ

ていることを噸笑的に取り上げた箇所で｢(笑声)｣

とある (『西田幾多郎全集 第十四巻』岩波書店､

1988年､400ページ)｡本稿では主に岩波書店版の

『日本文化の問題』を考察の対象とするが､基本的

には講義同様､当時の通俗的な日本論に対する批

判的な立場が貫かれていると考えられる｡ ちなみ

に､上田閑照は､両テクストの｢際立った違い｣と

して､岩波書店版では｢日本精神｣主義者たちとの

立場の違いが鮮明になっていること､｢皇道｣とい

う言葉の意味をずらすことで｢皇道｣論を批判して

いることを挙げている(上田閑照『西田幾多郎 とは

誰か』岩波現代文庫､2002年､229-230ページ).

(89) 例えば､｢シラス｣が｢王道｣であり｢ウシハク｣

が｢覇道｣である､などとされる｡井上哲次郎 ｢我

国体の特色を論じ『しらす』『うしはく損こ及ぶ｣

『明治聖徳記念学会紀要』第 13巻､1920年､参照｡

(90) 西田が論敵の用いる語桑を敢えて使うことで､

闘争を学問的な論争に引き込むことを図っていた

ことを見落とすと､時に西田自身の主張と論敵の

主張とを混同してしまう｡｢物｣｢事｣はしばしば西

田が用いる概念だが､ここでのそれらは ｢日本精

神｣批判あるいは国体論批判の文脈で理解しなけ

れば､｢物｣｢事｣も｢西洋文化｣批判と理解され､

単なる｢皇室中心主義｣だという奇妙な結論が導き

出されることになる｡例えば､小森陽一『日本語の

近代』岩波書店､2000年､269ページ､参照｡

(91) 上田閑照 ｢逆対応と平常底一 西田哲学の 『宗

教』理解について- ｣､前掲 『西田哲学- 没後

五十年記念論文集』､370ページ以下､参照｡

(92) 例えば､西田の提起した諸概念を再評価する中

村雄二郎でさえ､｢絶対矛盾的自己同一の考え方｣
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は､｢その本来の性格からいって､宗教の論理とし

てもっとも生彩を放つことになります｡それに反

して､もっとも無残な姿を示したのは､歴史や国家

の問題でした｣と言う(中村雄二郎『西田幾多郎ⅠⅠ』

岩波現代文庫､2001年､190ページ)｡また｢皇室｣

や ｢国体｣といった言葉の く意味の争奪戦)も｢現

実の難点や欠陥を覆い隠して､新しく美化する働

きをしてしまった｣だけで､ハイデガーと異なり､

戟時期の西田の言動を詮索しても ｢国家論や政治

論の領域で弱点がいっそう露呈するだけ｣だとも

言う (同前､258-259ページ)0

(93) 例えば､石川健治｢承認 と自己拘束- 流動す

る国家像･市民像 と憲法学- ｣『岩波講座 現代

の法 1』岩波書店､1997年､参照｡

(94) 西田のみならず､｢京都学派｣においても｢主権｣

は関心の対象であった｡例えば､陸軍と蓑田胸暮ら

｢極右｣に対抗すべく､海軍の要請を受けて開かれ

た定期的な会合において｢主権｣概念が取 り上げら

れている｡しかし､西田と異なり､高山岩男や西谷

啓治にとって､近代主権国家という理念は｢大東亜

建設｣の妨げになるものとして認識され､法的概念

としての ｢主権｣に代わる｢指導権｣なる概念を確

立し､｢後で法律的用語を作らす｣などと構想して

おり､いわば近代法体制の超克を志向している｡大

橋良介 『京都学派と日本海軍- 新史料 ｢大島メ

モ｣をめぐって』PHP新書､2001年､206ページ

以下､参照｡

本稿は､科学研究費補助金の交付を受けた共同研究

｢『法の支配』と 『法治国家』｣の成果の一部である.
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